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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-92

技術的能力1.2との記載整合のため，以下の脱字を訂正した。（下線部参
照）

（旧）する操作を組み合せた
（新）する操作を組み合わせた

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-97 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-98

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，以下の記載を適正化した。（下
線部参照）

（旧）中央制御室からの操作による１次冷却系の減圧を行う。
（新）中央制御室からの操作により１次冷却系の減圧を行う。

技術的能力1.3まとめ資料での変更に伴う
反映

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-105 同上 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-105

技術的能力1.3との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】記載方針の相違（女川審査実績の反映）
・泊は女川に合わせて常設代替交流電源設備による加圧器逃がし弁の機能を
復旧する手段を整備する。

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-109

技術的能力1.3との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】設備の相違
・大飯3/4号炉は，主蒸気逃がし弁の代替制御用空気として窒素ボンベを使
用する。
・泊3号炉は，主蒸気逃がし弁の代替制御用空気として空気ボンベを使用す
るが，通常時に使用する制御用空気と同じ気体であることから，当該弁動作
への悪影響はない。

技術的能力 1.0 重大事故等対策における共通事項
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0-104

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，以下の記載を適正化した。（下
線部参照）

（旧）
Ｂ－格納容器スプレイポンプを優先し，次に代替格納容器スプレイポンプを
使用する。

（新）
Ｂ－格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS連絡ライン使用）を優先し，次に代
替格納容器スプレイポンプを使用する。

技術的能力1.4まとめ資料での変更に伴う
反映

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-113 同上 同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-106
1.0-109

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）次にＢ－充てんポンプを使用する。
（新）次にＢ－充てんポンプ（自己冷却）を使用する。

技術的能力1.4まとめ資料での変更に伴う
反映

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-115
1.0-119

同上 同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0-108

技術的能力1.4との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）
Ｂ－格納容器スプレイポンプを使用し，次に代替格納容器スプレイポンプを
使用する。

（新）
Ｂ－格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS連絡ライン使用）を使用し，次に代
替格納容器スプレイポンプを使用する。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-117 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-109

技術的能力1.4との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）
使用可能であれば自主対策設備であるＢ－格納容器スプレイポンプ等による
代替炉心注水手段を使用する。

（新）
使用可能であれば自主対策設備であるＢ－格納容器スプレイポンプ（自己冷
却）（RHRS-CSS連絡ライン使用）等による代替炉心注水手段を使用する。

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-119 同上

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-112

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，「配慮すべき事項」欄の記載を
適正化した。（下線部参照）

（旧）代替格納容器スプレイポンプによる原子炉容器への注水（落下遅延・
防止）
（新）代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水（落下遅延・防止）

技術的能力1.4まとめ資料での変更に伴う
反映

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-123 同上 同上

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0） 1.0-125

技術的能力1.4との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】設備の相違
・大飯3/4号炉は，恒設代替低圧注水ポンプを起動する場合に空冷式非常用
発電装置から給電する系統構成となっている。
・泊3号炉は，非常用交流電源設備が健全であれば代替格納容器スプレイポ
ンプへ給電可能であり，川内1/2号炉及び玄海3/4号炉と同様である。なお，
サポート系故障時に代替格納容器スプレイポンプを起動する場合は，大飯
3/4号炉と同様に代替交流電源設備により給電する。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-126

技術的能力1.4との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】設備の相違
・大飯3/4号炉は，運転停止中の炉心注水の手段として蓄圧タンクによる炉
心注水を実施する。
・泊3号炉は，作業安全への万一の影響に配慮して蓄圧タンクからの注水を
実施しない方針としており，この方針は川内1/2号炉と同様である。なお，
泊3号炉の停止時有効性評価では，全交流動力電源喪失時において，代替格
納容器スプレイポンプによる原子炉容器への注水にて炉心損傷防止を図るこ
ととしており，この方針は伊方3号炉，玄海3/4号炉と同様である。

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0） 1.0-136

技術的能力1.6との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】設備の相違
・大飯3/4号炉は，海水系母管を経由して原子炉補機冷却水系へ代替補機冷
却水（海水）を供給する手順であり，系統間を接続するためにディスタンス
ピースの取替え作業が必要。
・泊３号炉は，海水系母管を経由しない手順であり，系統間を接続するため
のディスタンスピースの取替え作業は不要である。（伊方３号炉と同様）

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0） 1.0-136

技術的能力1.6との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】設備の相違
・大飯3/4号炉は，恒設代替低圧注水ポンプを起動する場合に空冷式非常用
発電装置から給電する系統構成となっている。
・泊3号炉は，非常用交流電源設備が健全であれば代替格納容器スプレイポ
ンプへ給電可能であり，川内1/2号炉及び玄海3/4号炉と同様である。なお，
サポート系故障時に代替格納容器スプレイポンプを起動する場合は，大飯
3/4号炉と同様に代替交流電源設備により給電する。

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-121

技術的能力1.4との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）溶融炉心が原子炉容器に残存する場合の冷却を目的とした
（新）溶融炉心が原子炉容器内に残存する場合の冷却を目的とした

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-136 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0） 1.0-140

技術的能力1.7との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】設備の相違
・大飯3/4号炉は，恒設代替低圧注水ポンプを起動する場合に空冷式非常用
発電装置から給電する系統構成となっている。
・泊3号炉は，非常用交流電源設備が健全であれば代替格納容器スプレイポ
ンプへ給電可能であり，川内1/2号炉及び玄海3/4号炉と同様である。なお，
サポート系故障時に代替格納容器スプレイポンプを起動する場合は，大飯
3/4号炉と同様に代替交流電源設備により給電する。

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-126

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，「方針目的」欄の記載を適正化
した。（下線部参照）

（旧）
炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止す
るため，原子炉格納容器下部への注水により，原子炉格納容器の下部に落下
した溶融炉心を冷却することにより，溶融炉心・コンクリート相互作用
（MCCI）を抑制し，溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触する
ことを防止する手順等を整備する。
また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため，原
子炉容器へ注水する手順等を整備する。

（新）
炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止す
るため，格納容器スプレイ及び代替格納容器スプレイにより，原子炉格納容
器の下部に落下した溶融炉心を冷却することにより，溶融炉心・コンクリー
ト相互作用（MCCI）を抑制し，溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリ
に接触することを防止する手順等を整備する。
また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため，炉
心注水及び代替炉心注水する手順等を整備する。

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-141 同上 同上

5/27 5



No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-126～129

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，「対応手段等」欄及び「配慮す
べき事項」欄の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器下部への注水
（新）格納容器スプレイ

（旧）代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器下部への注水
（新）代替格納容器スプレイ

（旧）高圧注入ポンプ，余熱除去ポンプ又は充てんポンプによる原子炉容器
への注水
（新）炉心注水

（旧）Ｂ−格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ-ＣＳＳ連絡ライン使用）又は
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉容器への注水
（新）代替炉心注水

（旧）代替格納容器スプレイポンプ又はＢ-充てんポンプ（自己冷却）によ
る原子炉容器への注水
（新）代替炉心注水

（旧）代替格納容器スプレイポンプによる原子炉容器への注水（落下遅延・
防止）
（新）代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水（落下遅延・防止）

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-141,142,144 同上 同上

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-128

技術的能力1.8との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）次にＢ－充てんポンプを使用する。
（新）次にＢ－充てんポンプ（自己冷却）を使用する。

29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-142 同上
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30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-129

「配慮すべき事項」欄について，技術的能力1.8との記載整合のため，以下
の記載を適正化した。

（旧）原子炉格納容器下部への注水
（新）代替格納容器スプレイ

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-144 同上

32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-129

技術的能力1.8との記載整合のため，以下に示すとおり記載を適正化した。
（下線部参照）
「電源確保」欄について，
■以下に示す「（旧）第１段落目」については，大飯との設備の相違である
ことから記載を削除し，比較表に相違理由を追記した。
■以下に示す「（旧）第２段落目」について，泊の代替格納容器スプレイポ
ンプは，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は代替所内電気
設備から給電が可能なことから，これら電源設備の総称である「代替交流電
源設備」と記載を見直し，技術的能力1.0第１表内の記載整合を図った。

（旧）
　常設代替交流電源設備により代替格納容器スプレイポンプに給電する。
　全交流動力電源喪失時は，常設代替交流電源設備を用いて代替格納容器ス
プレイポンプ，Ｂ－充てんポンプへ給電する。

（新）
　全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備を用いて代替格納容器スプレ
イポンプ，Ｂ－充てんポンプへ給電する。

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-145 同上

34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0） 1.0-145

技術的能力1.8との記載整合のため，以下の相違理由を追加した。

【大飯】設備の相違
・大飯3/4号炉は，恒設代替低圧注水ポンプを起動する場合に空冷式非常用
発電装置から給電する系統構成となっている。
・泊3号炉は，非常用交流電源設備が健全であれば代替格納容器スプレイポ
ンプへ給電可能であり，川内1/2号炉及び玄海3/4号炉と同様である。なお，
サポート系故障時に代替格納容器スプレイポンプを起動する場合は，大飯
3/4号炉と同様に代替交流電源設備により給電する。
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35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-130

技術的能力1.9との記載整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）
　炉心出口温度が350℃以上又は格納容器内高レンジエリアモニタ（高レン

ジ）の指示値が１×105mSv/h以上に到達した場合，可搬型格納容器内水素濃
度計測ユニットの系統構成を行い，可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置を
起動後，原子炉格納容器内の水素濃度を確認する。
　全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失時は，常設代替交流電源
設備からの給電操作及び可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの系統構成
を行い，可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ及び可搬型代替ガスサンプ
リング圧縮装置を起動し，可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットを起動
後，原子炉格納容器内の水素濃度を確認する。常設直流電源が喪失した場合
は，代替電源設備から給電されていることを確認後，原子炉格納容器内水素
濃度を確認する。

（新）
　炉心出口温度が350℃以上又は格納容器内高レンジエリアモニタ（高レン

ジ）の指示値が１×105mSv/h以上に到達した場合，可搬型格納容器内水素濃
度計測ユニットの系統構成を行い，可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット
を起動し，可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置を起動後，原子炉格納容器
内の水素濃度を確認する。
　全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失時は，常設代替交流電源
設備からの給電操作及び可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの系統構成
を行い，可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ及び可搬型格納容器内水素
濃度計測ユニットを起動し，可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置を起動
後，原子炉格納容器内の水素濃度を確認する。常設直流電源が喪失した場合
は，代替電源設備から給電されていることを確認後，原子炉格納容器内水素
濃度を確認する。

36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-146 同上
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37

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-133

「方針目的」欄について，下線部は誤記のため削除した。

（旧）
使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止
し，放射性物質の放出を低減するため，使用済燃料ピットへのスプレイ，大
気への放射性物質の拡散抑制，燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体
等）への放水，使用済燃料ピットの監視を行う手順等を整備する。

（新）
使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止
し，放射性物質の放出を低減するため，使用済燃料ピットへのスプレイ，大
気への放射性物質の拡散抑制，使用済燃料ピットの監視を行う手順等を整備
する。

38

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-150 同上

39

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-135

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，「配慮すべき事項」欄の記載を
適正化した。（下線部参照）

（旧）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）に破損がある場合
（新）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）に損壊がある場合

技術的能力1.11まとめ資料での変更に伴
う反映

40

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-153 同上 同上

41

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-136

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，「配慮すべき事項」欄の記載を
適正化した。（下線部参照）

（旧）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）の破損
（新）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）の損壊

技術的能力1.12まとめ資料での変更に伴
う反映

42

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-154 同上 同上
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43

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-140

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，「配慮すべき事項」欄の記載を
適正化した。（下線部参照）

（旧）重大事故等時に必要となる十分な量の水を確保する。
（新）重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保する。

（旧）淡水又は海水を燃料取替用水ピットへ補給することにより，継続的な
炉心注水及び代替炉心注水を成立させるため，燃料取替用水ピットの保有水
量を1,700m3以上に管理する。
（新）淡水又は海水を燃料取替用水ピットへ補給すること及び可搬型大型送
水ポンプ車による海水注水により，継続的な炉心注水及び代替炉心注水並び
に格納容器スプレイ及び代替格納容器スプレイを成立させるため，燃料取替
用水ピットの保有水量を1,700m3以上に管理する。

技術的能力1.13まとめ資料での変更に伴
う反映

44

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-164
同上
また，修正に伴い相違理由を追記した。

同上

45

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-147

技術的能力1.15との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）
原子炉圧力容器内の水位のパラメータである加圧器水位は，原子炉容器より
上に位置し，水位が低下して計測範囲を超えた場合は，原子炉容器水位で計
測する。

（新）
原子炉圧力容器内の水位のパラメータである加圧器水位は，原子炉容器より
上に位置し，水位が低下し計測範囲以下となった場合は，原子炉容器水位で
計測する。

46

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-172 同上

47

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-150

技術的能力1.16との記載整合のため，以下の誤記訂正を実施した。

（旧）可搬型照明用電源
（新）緊急用コンセント
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48

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-175 同上

49

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-151

技術的能力1.16との記載整合のため，以下に示すとおり記載を適正化した。
（下線部参照）
「電源確保」欄について，
■以下に示す「（旧）第１段落目」について，泊の中央制御室空調装置及び
可搬型照明（SA）は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か
ら給電が可能なことから，これら電源設備の総称である「代替交流電源設
備」と記載を見直し，技術的能力1.0第１表内の記載整合を図った。
■以下に示す「（旧）第２段落目」について，泊のＢ系アニュラス空気浄化
設備は，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式
直流電源設備から給電が可能なことから，これら電源設備の総称である「代
替電源設備」と記載を見直し，技術的能力1.0第１表内の記載整合を図っ
た。

（旧）
　全交流動力電源喪失時は，常設代替交流電源設備を用いて中央制御室空調
装置及び可搬型照明（SA）へ給電する。給電の手順は「1.14 電源の確保に
関する手順等」にて整備する。
　全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合，常設代替電源設備を用
いてＢ系アニュラス空気浄化設備に給電する。

（新）
　全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備を用いて中央制御室空調装置
及び可搬型照明（SA）へ給電する。給電の手順は「1.14 電源の確保に関す
る手順等」にて整備する。
　全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合，代替電源設備を用いて
Ｂ系アニュラス空気浄化設備に給電する。

50

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-176 同上

51

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-152

技術的能力1.17との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）
（新）発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）
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52

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-177 同上

53

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-153

技術的能力1.17との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）モニタリングポスト
（新）モニタリングポスト及びモニタリングステーション

54

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-178 同上

55

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-154

技術的能力1.18との記載整合のため，「方針目的」欄の記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員
（新）重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等
　
（旧）緊急時対策本部
（新）発電所対策本部

56

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-179 同上
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57

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-154

技術的能力1.18との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）
可搬型モニタリングポストを３号炉の原子炉格納容器を囲むように設置する
とともに，緊急時対策所付近に設置し，放射線量の測定を開始する。
（新）
可搬型モニタリングポストを３号炉の原子炉格納施設を囲むように設置する
とともに，緊急時対策所付近に設置し，放射線量の測定を開始する。

（旧）
原子炉格納容器からプルームが放出され，モニタリングポスト，モニタリン
グステーション，３号炉の原子炉格納容器を囲むように設置する可搬型モニ
タリングポスト
（新）
原子炉格納容器からプルームが放出され，モニタリングポスト，モニタリン
グステーション，３号炉の原子炉格納施設を囲むように設置する可搬型モニ
タリングポスト

58

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-180 同上

59

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-154

技術的能力1.18との記載整合のため，以下の記載を適正化した。（下線部参
照）

（旧）
原子炉格納容器からプルームが放出され，モニタリングポスト，モニタリン
グステーション，３号炉の原子炉格納容器を囲むように設置する可搬型モニ
タリングポスト及び緊急時対策所付近に設置する可搬型モニタリングポスト
のいずれかの指示値又は緊急時対策所可搬型エリアモニタの指示値が上昇し
た場合，

（新）
原子炉格納容器からプルームが放出され，モニタリングポスト，モニタリン
グステーション，３号炉の原子炉格納容器を囲むように設置する可搬型モニ
タリングポスト及び緊急時対策所付近に設置する可搬型モニタリングポスト
のいずれかの指示値が上昇した場合又は緊急時対策所可搬型エリアモニタの
指示値が上昇した場合，
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60

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-180 同上

61

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-154

技術的能力1.18との記載整合のため，以下の誤記を訂正した。（下線部参
照）

（旧）空気供給装置
（新）空気供給装置（空気ボンベ）

62

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-180 同上

63

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-155

技術的能力1.18との記載整合のため，「必要な数の要員の収容」欄につい
て，以下の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）緊急時対策所への汚染の持ち込み
（新）緊急時対策所への汚染の持込み

64

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-181 同上

65

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-155

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，「代替電源設備からの給電」欄
について，以下の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）緊急時対策所の立ち上げ時
（新）緊急時対策所の立上げ時

技術的能力1.18まとめ資料での変更に伴
う反映

66

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-181 同上 同上

67

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-156

「放射線管理」欄について，技術的能力1.18との記載整合のため，以下の記
載を適正化した。

（旧）緊急時対策所換気空調設備
（新）可搬型空気浄化装置
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68

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-182 同上

69

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-156

「放射線管理」欄について，技術的能力1.18との記載整合及び女川２号炉審
査実績反映のため，以下の記載を追加した。

可搬型空気浄化装置の可搬型新設緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは
使用することにより非常に高線量になるため，適切な遮蔽が設置されている
空調上屋内に設置する。

70

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-182
同上
また，修正に伴い相違理由を追記した。

71

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-156

「放射線管理」欄について，技術的能力1.18との記載整合のため，以下の記
載を適正化した。（下線部参照）

（旧）
現場作業を行う要員等が緊急時対策所指揮所又は緊急時対策所待機所の外で
身体サーベイを待つ場合，周辺からの放射線影響を低減するため，遮蔽効果
のある指揮所用空調上屋又は待機所用空調上屋の待機エリア内で待機する。

（新）
現場作業を行う要員等が緊急時対策所の外で身体サーベイを待つ場合，周辺
からの放射線影響を低減するため，遮蔽効果のある空調上屋の待機エリア内
で待機する。

72

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-182 同上
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73

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-156

「電源確保」欄について，技術的能力1.18との記載整合，並びに大飯3/4号
炉及び女川2号炉審査実績反映のため，以下の記載を適正化した。（下線部
参照）

（旧）
全交流動力電源喪失時は，３号炉原子炉補助建屋に設置するデータ収集計算
機，ERSS伝送サーバについては，常設代替交流電源設備より給電する。給電
の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

（新）
全交流動力電源喪失時は，代替電源設備からの給電により，緊急時対策所の
安全パラメータ表示システム（SPDS）及び通信連絡設備へ給電する。給電の
手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」及び「1.19 通信連絡に関する手
順等」にて整備する。

74

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-182 同上

75

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-157

技術的能力1.19との記載整合のため，「方針目的」欄の記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）
重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡をする必要の
ある場所と通信連絡を行うため，発電所内の通信連絡設備，発電所外（社内
外）との通信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。
（新）
重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡をする必要の
ある場所と通信連絡を行うため，発電所内の通信連絡設備（発電所内），発
電所外（社内外）との通信連絡設備（発電所外）により通信連絡を行う手順
等を整備する。

76

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-183 同上
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77

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0-160

技術的能力1.9との記載整合のため，以下の記載を追加した。

対応手段：可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットによる原子炉格納容器内
の水素濃度監視(可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置から格納容器雰囲気
ガスサンプリング圧縮装置への切替え)
要員：運転員（現場）
要員数：１
想定時間：35分以内

78

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-191
同上

相違理由を追加

79

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-164

技術的能力1.0 第２表内で記載表現を統一するため，以下の記載を適正化し
た。（下線部参照）

【技能的能力1.15】

（旧）1.14にて整備
（新）1.14と同様

80

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-199
同上
また，上記修正に伴い，相違理由欄に女川との相違理由を追加した。

81

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0-166

技術的能力1.18との記載整合のため，以下の記載を追加した。

対応手段：緊急時対策所用発電機の待機運転手順
要員：総括班員
要員数：２
想定時間：10分以内

82

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0-201
同上
また，上記記載の追加に伴い，相違理由を追加した。
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83

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.1-別紙1-3
1.0.1-別紙1-5

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，図１「Ｂ－格納容器スプレイポ
ンプ（RHRS-CSS連絡ライン使用）による原子炉容器への注水　概要図」及び
図２「Ｂ－格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS連絡ライン使用）による代替
再循環運転　概要図」において，以下を適正化した。

（旧）格納容器スプレイノズル
（新）スプレイノズル

技術的能力1.4まとめ資料での変更に伴う
反映

84

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.1-18～19 同上 同上

85

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.1-別紙1-15

技術的能力1.14との記載整合のため，図６「ディーゼル発電機燃料油移送ポ
ンプによる可搬型タンクローリーへの燃料補給　概要図」において，燃料油
の流れ方向がわかるように矢印を追記した。

86

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.1-25 同上

87

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.9-4

技術的能力1.0添付資料内での記載整合のため，下記を適正化した。（下線
部参照）

（旧）防保護具
（新）防護具

88

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.9-16 同上

89

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.9-11

表４　運転員が行う重大事故等対応のための主な教育訓練（１／２）の主な
内容において，下記を適正化した。（下線部参照）

（旧）格納容器スプレイポンプ（自己冷却）
（新）Ｂ－格納容器スプレイポンプ（自己冷却）

（旧）充てんポンプ（自己冷却）
（新）Ｂ－充てんポンプ（自己冷却）
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90

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.9-25 同上

91

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.9-補足2-2

表１　泊発電所における重大事故等時の対応のための主な訓練実績（2019年
度）（１／４）の主な内容において，下記を適正化した。（下線部参照）

（旧）格納容器スプレイポンプ（自己冷却）
（新）Ｂ－格納容器スプレイポンプ（自己冷却）

（旧）充てんポンプ（自己冷却）
（新）Ｂ－充てんポンプ（自己冷却）

92

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.9-62 同上

93

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.9-補足2-3

表１　泊発電所における重大事故等時の対応のための主な訓練実績（2019年
度）（２／４）の訓練対象箇所において，課室名称を適正化した。（下線部
参照）
（旧）原子力安全・品証室
（新）原子力安全・品質保証室

94

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.9-63 同上

95

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

目次
1.0.10-22～37

添付資料1.0.10のページ数の誤記訂正。
まとめ資料1.0.10-21ページが重複していたため，ページ数を誤記訂正し
た。
また，上記に伴い，目次に記載しているページ数も修正した。

96

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.10-2

上記に伴い，目次に記載しているページ数を修正した。
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97

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.10-22

資料内の整合のため，表３「原子力防災管理者と発電所対策本部の各長の代
行順位」の「発電所対策本部の各長の代行順位」の各長の名称を以下のとお
り適正化した。（下線部参照）
（旧）事務局長（運営課長）
（新）総括班長（運営課長）

98

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.10-32 同上

99

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.10-92

相違理由欄の誤記訂正（下線部参照）

（旧）６．項(1)ｂ．に記載
（新）６．(1)項に記載

100

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.12-16

表３「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の前後の主な教育・訓練
の比較」において以下のとおり記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）業務支援班（施設防護担当）
（新）業務支援班（施設防護担当），

（旧）業務支援班（施設防護班），
（新）業務支援班（施設防護担当），

（旧）予め
（新）あらかじめ

101

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.12-32 同上
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102

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-35

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（4/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
＜１次冷却材喪失事象が発生している場合＞
余熱除去ポンプ又は高圧注入ポンプ又は燃料取替用水ピット

（新）
＜１次冷却材喪失事象が発生している場合＞
余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプ又は燃料取替用水ピット

技術的能力1.4まとめ資料での変更に伴う
反映

103

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-37 同上 同上

104

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-35

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（4/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
＜１次冷却材喪失事象が発生している場合＞
全交流動力電源又は原子炉補機冷却水設備

（新）
＜１次冷却材喪失事象が発生している場合＞
全交流動力電源又は原子炉補機冷却設備

技術的能力1.4まとめ資料での変更に伴う
反映

105

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-37 同上 同上
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106

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-37

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（6/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
＜発電用原子炉停止中＞
全交流動力電源又は原子炉補機冷却水設備

（新）
＜発電用原子炉停止中＞
全交流動力電源又は原子炉補機冷却設備

技術的能力1.4まとめ資料での変更に伴う
反映

107

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-39 同上 同上

108

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-39

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（8/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
＜炉心損傷前＞
全交流動力電源又は原子炉補機冷却水設備

（新）
＜炉心損傷前＞
全交流動力電源又は原子炉補機冷却設備

技術的能力1.6まとめ資料での変更に伴う
反映

109

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-41 同上 同上
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110

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
　　　　　　　　　―
（格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）
（交流動力電源及び原子炉補機冷却機能　健全）

（新）
　　　　　　　　　―
（原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）
（交流動力電源及び原子炉補機冷却機能　健全）

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

111

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上

112

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
　　　　　　　　　―
（格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）
（全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能　喪失）

（新）
　　　　　　　　　―
（原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）
（全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能　喪失）

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

113

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上
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114

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
　　　　　　　　　―
（溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止）
（交流動力電源及び原子炉補機冷却機能　健全）

（新）
　　　　　　　　　―
（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止）
（交流動力電源及び原子炉補機冷却機能　健全）

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

115

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上

116

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）「機能喪失を想定す
る設計基準事故対処設備」欄

（旧）
　　　　　　　　　―
（溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止）
（全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能　喪失）

（新）
　　　　　　　　　―
（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止）
（全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能　喪失）

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

117

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上
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118

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，対応手段名称を適正化した。

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）
「―（原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）（交流動力電源及び
原子炉補機冷却機能　健全）」の「対応手段」欄

（旧）原子炉格納容器下部への注水
（新）格納容器スプレイ
　　　代替格納容器スプレイ

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

119

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上

120

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，対応手段名称を適正化した。

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）
「―（原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却）（全交流動力電源又
は原子炉補機冷却機能　喪失）」の「対応手段」欄

（旧）原子炉格納容器下部への注水
（新）代替格納容器スプレイ

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

121

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上

122

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，対応手段名称を適正化した。

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）
「―（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止）（交流動力電源
及び原子炉補機冷却機能　健全）」の「対応手段」欄

（旧）原子炉容器への注水
（新）炉心注水
　　　代替炉心注水

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映
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123

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上

124

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，対応手段名称を適正化した。

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）
「―（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止）（全交流動力電
源又は原子炉補機冷却機能　喪失）」の「対応手段」欄

（旧）原子炉容器への注水
（新）代替炉心注水

技術的能力1.8まとめ資料での変更に伴う
反映

125

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上

126

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-40

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，対応手段名称を適正化した。
（下線部参照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（9/20）「対応手段」欄

（旧）
水素排出による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の電源を代替電源
設備から給電する手順

（新）
水素排出により原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の電源を代替電源
設備から給電する手順

技術的能力1.10まとめ資料での変更に伴
う反映

127

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-42 同上 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

128

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.14-46

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，記載を適正化した。（下線部参
照）

表２　技術的能力対応手段と運転手順等比較表（15/20）「機能喪失を想定
する設計基準事故対処設備」欄

（旧）全交流動力電源又は原子炉補機冷却水設備
（新）全交流動力電源又は原子炉補機冷却設備

技術的能力1.13まとめ資料での変更に伴
う反映

129

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.14-48 同上 同上

130

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.15-6,12,13

他条文資料更新に伴う資料間の整合のため，以下の記載を適正化した。

図２ 余熱除去再循環及び格納容器スプレイ再循環 系統概要図
図７ 格納容器スプレイ再循環機能復旧のイメージ
図８　仮設格納容器スプレイ再循環系のイメージ

（旧）格納容器スプレイリング
（新）スプレイリング

技術的能力1.4等のまとめ資料での変更に
伴う反映

131

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.15-7,16,18 同上

132

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.15-11

資料内の記載整合のため、「5.　格納容器スプレイポンプ等の復旧による格
納容器スプレイ再循環系の復旧について」について，以下の記載を適正化し
た。（下線部参照）

（旧）重大事故発生後
（新）重大事故等発生後

133

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.15-15 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

目次

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）泊と島根では地質構造が異なっており，泊は「別紙(13)」のとおり
（新）泊と島根では地質構造が異なっており，泊は「別紙(14)」のとおり

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

目次，別紙(37)

別紙(37)について追而を解消し，適切な資料名称に修正しました。（下線部参照）
（旧）(37) 地滑りによる影響評価について
（新）(37) 地滑り，土石流又は急傾斜地の崩壊による影響評価について

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-4，別紙(37)

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

目次，補足(15)

以下の資料名称に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
(15) 屋内アクセスルートにおける人力による資機材の排除の考え方について

（新）
(15) 屋内のアクセスルート及び迂回路における人力による資機材の排除の考え方に
ついて

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-6，補足(15)

同上

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-4

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
【島根】対応方針の相違
・島根は代表構造物が地震時に損壊しないことを確認。泊はアクセスルート上の地
下構造物を抽出し，損壊を仮定した上で段差緩和対策を実施し，通行性を確保（泊
は「本文6.(3)g.地下構造物の損壊による影響評価」に記載）。）
（新）
【島根】対応方針の相違
・島根は代表構造物が地震時に損壊しないことを確認。泊はアクセスルート上の地
下構造物を抽出し，損壊を仮定した上で段差緩和対策を実施し，通行性を確保（泊
は「本文6.(4)f.地下構造物等の損壊による影響評価」に記載）。

技術的能力 1.0 重大事故等対策における共通事項（可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-1

第四十三条第３項六について，６月末提出時にNRA内規に合わせ（旧）に記載してい
る下線部分の「、」を追記しましたが改めて確認したところ，法令とNRA内規で表現
が異なっていたため，「、」を削除し、法令の表現に修正しました。
（旧）六　想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処
設備を運搬し、・・・
（新）六　想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設
備を運搬し、・・・

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-9

同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-44

緊急時対策所近傍に燃料タンク（SA）を設置したことに伴い，アクセスルート（車
両・要員）が延長になったことから，除雪時間を変更しました。（下線部参照）
（旧）また，ホイールローダにより最大135分で除雪が可能である。
（新）また，ホイールローダにより最大139分で除雪が可能である。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-61

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-46

地滑り影響評価結果を反映しました。（第4-1表のうち，地滑り影響評価に関する追
而箇所を解除しました。）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-62

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-47

除灰時間に係る評価を反映しました。（第4-1表のうち，降灰除去時間に関する追而
箇所を解除しました。）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-63

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-64

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
【島根】記載箇所の相違
・泊は女川と同様に自然事象の重畳について，は「別紙(4)」に記載している。
（新）
【島根】記載箇所の相違
・泊は女川と同様に自然現象の重畳について，は「別紙(4)」に記載している。

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0） 1.0.2-70

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
【島根】記載箇所の相違
・泊は女川と同様に「5.保管場所の評価，(1)保管場所への影響評価」及び「6.屋外
のアクセスルートの評価，(1)屋外のアクセスルートへの影響評価」に記載してい
る。
（新）
【島根】記載箇所の相違
・泊は女川と同様に「5.　保管場所の評価，(1) 保管場所への影響評価」及び「6.
屋外のアクセスルートの評価(3) 屋外のアクセスルートへの影響評価」に記載して
いる。

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-72～83

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
【島根】記載箇所の相違
・泊は，「3.　(4) 保管場所における主要可搬型設備等の配備方針」に記載。
（新）
【島根】記載箇所の相違
・泊は，「3.(4) 保管場所における主要可搬型設備等」に記載。

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-51

以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
ａ．周辺構造物の損壊及び周辺タンクの損壊に対する影響評価
（新）
ａ．周辺構造物の損壊及び周辺タンク等の損壊に対する影響評価

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-85

同上

3/40 30



No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-53

第5-3表について，固体廃棄物貯蔵庫は上位クラスへの波及的影響評価を行う施設と
したことから，評価結果を「基準地震動に対して倒壊しない設計とするため，影響
はない。また，外装材の脱落による影響はない」に変更しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-87

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-53

第5-3表について，展望台及び固体廃棄物運搬車車庫を撤去する方針にしたことに伴
い，対象設備から削除しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-87

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-53,54

5-3表及び第5-1図について，T.P.10m盤集水桝を保管場所に設定しなくなったことか
ら，対象設備から防潮堤を削除しました。（審査会合における指摘事項への対応）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-87,88

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-54

第5-1図について，以下のとおり記載を適正化しました。
・固体廃棄物運搬車車庫を削除

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-88

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-60～62

追而としていた相対密度の調査位置，調査結果及び沈下率について，第５条「耐津
波設計方針」の審査状況を反映しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-101～103

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-78

 原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋の耐震評価方針の明確化に伴い，以下の記
 載に関して適正化を図りました。（下線部参照）
 （旧）
 周辺構造物の損壊に対する影響評価について，（中略）。
 （新）

 周辺構造物 ※1 の損壊に対する影響評価について，（中略）。
 周辺構造物のうち原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋については,基準地震動に

 より落橋しない設計 ※3 とすることで，アクセスルート（要員）として，要員の通行
 が可能であること及び人力作業により可搬型ホース又はケーブルの敷設が可能であ
 ることを確認する。
 ※１：原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋を除く
 ※３：構造部材の発生応力度及び支承のせん断ひずみがそれぞれ許容値を超えない
 こと

原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋について，4条で波及的影響評価とする整理
としたことから以下の記載適正化を行いました。
・「※１」及び「※３」並びに「周辺構造物のうち原子炉建屋桟橋及び原子炉補助
建屋桟橋については，（中略）」の記載を削除しました。
・「(a)評価方法」において，倒壊に加えて落橋に至らないことを確認する旨を追記
しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-122

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-79

 以下の記載に関して適正化を図りました。（下線部参照）
 （旧）
 また，外装材の影響に対する評価結果を別紙(10)に示す。
 （新）
 また， 周辺構造物の倒壊・落橋及び 外装材の影響に対する評価結果を別紙(10)に示
 す。

桟橋の評価結果については詳細設計段階で示すことと整理したことから記載を適正
化しました。（下線部参照）
（旧）また，周辺構造物の倒壊・落橋及び外装材の影響に対する評価結果を別紙
(10)に示す。
（新）また，周辺構造物の倒壊及び外装材の影響に対する評価結果を別紙(10)に示
す。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-123

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-80

「第6-2表 周辺構造物の被害想定，対応内容」について，桟橋の被害想定，影響表
結果の記載内容を見直しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-125

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-80,81

第6-2表について以下を修正しました。
・No.9アーケードは損壊してもアクセスルートに影響のないように減築するたため
対象設備から削除。
・展望台撤去に伴い，対象設備から削除。
・３号炉海水淡水化設備建屋は，波及的影響評価対象のため，(1/2)へ移動しまし
た。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

37

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-125,126

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

6/40 33



No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

38

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-81

第6-2表(2/2)について，道路拡幅，保管エリアの範囲見直し及び誤記訂正により，
周辺構造物の損壊後のアクセスルート幅員を修正しました。
・３号炉補助ボイラー燃料タンク（道路拡幅）
（旧）4.5m
（新）11.5m

・放射性廃棄物処理建屋（保管エリアの範囲見直し）
（旧）3.8m
（新）4.2m

・放射性廃棄物処理建屋ボンベ庫（保管エリアの範囲見直し）
（旧）4.4m
（新）5.8m

・２号炉変圧器ヤード遮風壁（誤記訂正）
（旧）7.4m
（新）7.1m

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

39

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-126

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

40

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-82

第6-4図について，以下の構造物を損壊検討構造物から削除しました。
・「No.9アーケード」 
・「３号炉海水淡水化設備建屋」

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

41

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-126

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

42

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-85,86

第6-3表及び第6-4表から「可搬型設備【T.P.10m盤集水桝】」の記載を削除しまし
た。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

43

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-131

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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44

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-87

第6-7図について，薬品関係設備に以下の設備を追加しました。
・総合管理事務所排水処理装置上屋
・機械室上屋－１

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

45

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-132

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

46

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-88

第6-5表について，燃料タンク（SA）を追加しました。 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

47

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-133

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

48

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-88

第6-5表について小数第1位までの記載としていましたが、小数第2位までの記載と
し，他条文と整合させました。
・３号炉ディーゼル発電機燃料油貯油槽
（旧）591.7 kL
（新）591.68 kL

49

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-133

同上

50

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-89

第6-5表について，以下の内容物を適正化し，他条文と整合させました。
・３号炉補助ボイラー燃料タンク
・１号及び２号炉補助ボイラー燃料タンク
（旧）重油
（新）Ａ重油
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51

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-134

同上

52

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-89

第6-5表について，3号炉油計量タンクの影響評価を適正化しました。 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

53

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-134

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

54

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.2-90

第6-5表について，以下の対処設備の容量を内容物ごとに記載し，他条文と整合させ
ました。なお，総量に変更はありません。
・油倉庫
（旧）28.0 kL
（新）4 kL
　　　24 KL

・３号炉油庫
（旧）29.0 KL
（新）4 kL
　　　25.02 kL

55

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-135

同上

56

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-90

第6-5表について，変圧器の内容物を適正化し，他条文と整合させました。
（旧）潤滑油
（新）鉱油

57

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-135

同上
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58

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-93～105

第6-6表について，３号炉海水淡水化設備建屋を波及的影響評価を実施する方針に変
更したため，薬品関係の影響評価については，耐震Ｓクラス，波及的影響評価及び
耐震評価を実施する建屋内にある対象設備は影響評価を不要と整理していることか
ら対象設備から削除しました。
これに伴い，第6-6表の枚数を修正しています。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

59

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-142～154

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

60

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-101,102

第6-6表について，運用停止予定であった総合管理事務所排水処理装置について，継
続して使用する可能性があることからリストに追加しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

61

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-150,151

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

62

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-103～105

機械室上屋－１の新設に伴い，影響評価を実施しました。これに伴い，表の数を10
→13に変更しています。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

63

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-152～154

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

64

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-152～154

第6-6表(11/13)～(13/13)の相違理由欄について，第6-6表(1/13)～(10/13)と同様に
以下の記載を追加しました。

【女川及び島根】記載内容の相違
・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。
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65

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-104

第6-6表について，100％メタノールは可燃性（引火性）であることから以下の記載
を適正化しました。下線部参照
（旧）※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。
（新）※：100％メタノールは可燃性（引火性）ではあるが，54％メタノールは水溶
液であり消防法に定める危険物には該当しない。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

66

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-153

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

67

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-108,110

追而としていた敷地浸水深の評価結果について，第9条「溢水による損傷の防止等」
の審査状況を反映しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

68

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-157,160

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

69

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-109,110
1.0.2-補足3-1

以下のタンク容量について，条文間で整合されていなかったため，整合を図りまし
た。（下線部参照）
・Ａ，Ｂ－２次系純水タンク，３Ａ，３Ｂ－ろ過水タンク，Ａ，Ｂ－ろ過水タンク

（旧）1,500m3

（新）1,600m3

70

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-158,160

同上

71

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-125～127

追而としていた沈下量算出結果及び防潮堤の構造について，第５条「耐津波設計方
針」及び第５条「防潮堤の構造成立性」の審査状況を踏まえ，算出結果を反映しま
した。
また，アクセスルート線形変更に伴い，段差評価箇所及び箇所番号の見直しを反映
しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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72

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-182～184

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

73

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-125,143

第6-13表及び第6-15表について，以下のとおり記載を適正化しました。（下線部参
照）
（旧）通し番号　名称　　　　　　　　構造物下端　構造物高　相対沈下量
　　　12　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.80　　　3.00　　　　0.06
　　　13　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.80　　　3.00　　　　0.06
　　　15　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.80　　　3.00　　　　0.06
　　　16　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.80　　　3.00　　　　0.06
　　　24　　　　管理道路排水接続管　　　 29.02　　　0.70　　　　0.02
　　　37　　　　連絡配管ダクトA　　　　　 2.05　　　4.85　　　　0.09
　　　38　　　　連絡配管ダクトB　　　　　 3.60　　　3.55　　　　0.07
　　　44　　　　管理道路排水　　　　　　 28.70　　　1.00　　　　0.02
（新）通し番号　名称　　　　　　　　構造物下端　構造物高　相対沈下量
　　　12　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.78　　　3.04　　　　0.06
　　　13　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.78　　　3.04　　　　0.06
　　　15　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.78　　　3.04　　　　0.06
　　　16　　　　２号炉循環水管　　　　　　3.78　　　3.04　　　　0.06
　　　24　　　　管理道路排水接続管　　　 28.87　　　1.00　　　　0.02
　　　37　　　　連絡配管ダクトA　　　　　 2.15　　　4.75　　　　0.09
　　　38　　　　連絡配管ダクトB　　　　　 3.70　　　3.45　　　　0.06
　　　44　　　　管理道路排水　　　　　　 28.88　　　1.58　　　　0.03

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

74

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-182,210

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

75

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-129,132

追而としていた沈下率について，第５条「耐津波設計方針」の審査状況を反映しま
した。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

76

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-192,198

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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77

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-130

第6-24図について，以下の記載を修正しました。
・線形変更に伴う抽出結果の見直し

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

78

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-196

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

79

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-130

追而としていた第6-25図について，第５条「耐津波設計方針」の審査状況を踏ま
え，評価結果を反映しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

80

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-196

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

81

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-135

追而としていた最大傾斜量の評価結果について，第５条「耐津波設計方針」の審査
状況を踏まえ，評価結果を反映しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

82

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-201

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

83

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-143

追而としていた防潮堤の構造について，第５条「防潮堤の構造成立性」の審査状況
を反映しました。
また，アクセスルート線形変更に伴い，浮き上がり評価箇所及び箇所番号の見直し
を反映しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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84

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-210

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

85

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-144

第6-16表について，以下のとおり記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）通し番号　名称　　　　　　　揚圧力　浮き上がり　浮き上がり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抵抗力　　　評価照査値
　　　12　　　　２号炉循環水管　　 364.8　　　 200.0　　　　1.82
　　　13　　　　２号炉循環水管　　 364.8　　　 200.0　　　　1.82
　　　15　　　　２号炉循環水管　　 364.8　　　 200.0　　　　1.82
　　　16　　　　２号炉循環水管　　 364.8　　　 200.0　　　　1.82
　　　24　　　　管理道路排水接続管　38.8　　　　41.6　　　　0.93
　　　37　　　　連絡配管ダクトA　　354.7　　　 555.9　　　　0.64
　　　38　　　　連絡配管ダクトB　　185.1　　　 306.2　　　　0.60
　　　43　　　　3n道路排水　　　　　 7.6　　　　 6.0　　　　1.27
　　　44　　　　管理道路排水　　　　62.0　　　　70.3　　　　0.88
（新）通し番号　名称　　　　　　　揚圧力　浮き上がり　浮き上がり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抵抗力　　　評価照査値
　　　12　　　　２号炉循環水管　　 370.8　　　 201.4　　　　1.84
　　　13　　　　２号炉循環水管　　 370.8　　　 201.4　　　　1.84
　　　15　　　　２号炉循環水管　　 370.8　　　 201.4　　　　1.84
　　　16　　　　２号炉循環水管　　 370.8　　　 201.4　　　　1.84
　　　24　　　　管理道路排水接続管　20.9　　　　38.7　　　　0.54
　　　37　　　　連絡配管ダクトA　　365.7　　　 574.2　　　　0.64
　　　38　　　　連絡配管ダクトB　　194.6　　　 322.4　　　　0.60
　　　43　　　　3n道路排水　　　　　 7.8　　　　 6.2　　　　1.26
　　　44　　　　管理道路排水　　　　28.2　　　　46.7　　　　0.60

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

86

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-211

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

87

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-147,149,150

以下の記載を修正しました。
・条件②の見直し（浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた構造物を
含む）
・条件④の追加
・アクセスルート線形変更に伴い，損壊評価箇所及び箇所番号の見直し
・評価結果の見直し

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

88

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-213,215,216

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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89

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-149,150

第6-18表について，鋼管及びコンクリートで巻き立てられ補強された構造物（浮き
上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた構造物を含む）の断面図を追加し
ました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

90

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-215,216

同上
以下のとおり，記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）第6-18(1)表
（新）第6-18表

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

91

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-151

第6-44図について，以下の記載を修正しました。
・アクセスルート線形の変更
・線形変更に伴う評価箇所及び箇所番号の見直し
また，以下のとおり記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）段差発生想定箇所
　　　事前対策箇所
（新）損壊評価箇所
　　　損壊想定箇所

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

92

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-217

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

93

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-169,172

第7-1表の対応手順「代替非常用発電機によるメタクラＡ系及びメタクラＢ系受電
（代替非常用発電機の現場からの起動による受電）」、「代替非常用発電機による
代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電」の屋内ア
クセスルート欄について，以下の記載を他条文と整合を図り適正化しました。
（下線部参照）
（旧）代替非常用発電機の起動
（新）代替非常用発電機起動

94

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-244,247

同上
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95

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-170

第7－1表の対応手順「所内常設蓄電式直流電源設備による給電（常設代替交流電源
設備又は可搬型代替交流電源設備による交流電源復旧の場合）」の屋内現場操作欄
について，以下の誤記の修正と他条文と整合を図り適正化しました。（下線部参
照）
（旧）
・Ａ系を使用する場合
蓄電池室排気ファンの起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－27]→[⑧－26]→[⑧－28]→[⑧－41]→[⑧－
42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－39]→[⑥－
40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】

（新）
・Ａ系を使用する場合
蓄電池室排気ファン起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－27]→[⑧－26]→[⑧－39]→[⑧－28]→[⑧－
41]→[⑧－42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－
39]→[⑥－40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】

96

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-245

同上

97

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-170

第7－1表の対応手順「所内常設蓄電式直流電源設備による給電（常設代替交流電源
設備又は可搬型代替交流電源設備による交流電源復旧の場合）」の屋内現場操作欄
について，以下の誤記修正及び他条文との整合を図り適正化しました。（下線部参
照）
（旧）
・Ｂ系を使用する場合
蓄電池室排気ファンの起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－40]→[⑧－39]→[⑧－28]→[⑧－41]→[⑧－
42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－39]→[⑥－
40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】
(中略)
安全補機開閉器室外気取入ダンパ開操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ④)→[④－23]→[④－43]→[④－44]】

（新）
・Ｂ系を使用する場合
蓄電池室排気ファン起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－40]→[⑧－39]→[⑧－26]→[⑧－28]→[⑧－
41]→[⑧－42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－
39]→[⑥－40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】
(中略)
安全補機開閉器室外気取入ダンパ開操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ④)→[④－28]→[④－43]→[④－44]】
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98

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-245

同上

99

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-171

第1表の対応手順「可搬型代替直流電源設備による給電」の屋内アクセスルート欄に
ついて，以下の記載を他条文と整合を図り適正化しました。
（下線部参照）
（旧）給電，可搬型直流変換器の起動
（新）給電，可搬型直流変換器起動

100

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-246

同上

101

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.2-196

第7－3表の※書きについて，以下の記載を他条文と整合を図り，適正化しました。
（下線部参照）
（旧）
※４：１次冷却材圧力が約1.7MPa[gage]に到達し，蓄圧タンク出口弁を閉止する時
間（閉止操作時間の５分含む）

（新）
※４：１次冷却材圧力が約1.7MPa[gage]に到達し，蓄圧タンク出口弁の閉操作を完
了する時間（閉止操作時間の５分含む）

102

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-271

同上

103

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-196,201,205

第7－3表の※書きについて，以下の記載を他条文と整合を図り，適正化しました。
（下線部参照）
（旧）
主蒸気逃がし弁手動開放操作による蒸気発生器を使用した２次系強制冷却を開始す
る時間

（新）
主蒸気逃がし弁手動開放操作による蒸気発生器を使用した２次冷却系強制冷却を開
始する時間
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104

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-271,276,280

同上

105

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-201

第7－3表の※書きについて，以下の記載を他条文と整合を図り，適正化しました。
（下線部参照）
（旧）
※４：メタクラ，パワーコントロールセンタ（Ｂ系）の受電が完了する時間

（新）
※４：メタクラ，パワーコントロールセンタ（Ｂ系）の受電を開始する時間

106

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-276

同上

107

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-214,220,226,232,238

第7－3表の※書きについて，以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）
※４：可搬型大型送水ポンプ車を用いたＣ，Ｄ－格納容器再循環ユニットによる格
納容器内自然対流冷却を開始する時間

（新）
※４：可搬型大型送水ポンプ車を用いたＣ，Ｄ－格納容器再循環ユニットへの冷却
水通水による格納容器内自然対流冷却を開始する時間

108

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-289,295,301,307,313

同上

109

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-224

第7－3表の※書きについて，以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）※４：蓄電池（非常用）の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間

（新）※４：蓄電池（非常用）の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間
（受電操作時間の５分含む）

110

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-299

同上
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111

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-247

第7－4表の作業内容「電源確保作業・非常用母線受電準備及び受電（メタクラＡ
系，パワーコントロールセンタＡ系及びコントロールセンタA1系，A2系及びB1系受
電）」の制限時間欄について，以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）約70分
（新）70分

112

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-322

同上

113

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙1-2

以下の記載に関して、誤記を修正しました。
（旧）2.　「②敷地が狭溢であること」
（新）2.　「②敷地が狭隘であること」

114

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙1-3

同上

115

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙1-4

原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋の耐震評価方針の明確化に伴い，以下の記
載に関して適正化を図りました。（下線部参照）

（旧）・周辺構造物※1については，損壊・倒壊により可搬型設備の運搬等に必要な
幅員確保が困難と想定されることから，耐震評価を実施し，基準地震動に対して損
壊・倒壊しない設計とする。（第4図参照）
※１：耐震評価対象の周辺構造物

（新）・周辺構造物※1については，倒壊及び外装材の脱落により可搬型設備の運搬
等に必要な幅員確保が困難と想定されることから，耐震評価を実施し，基準地震動
に対して倒壊及び外装材が脱落しない設計とする。なお，周辺構造物のうち原子炉
建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋については，落橋により要員の通行及び人力作業
による可搬型ホース又はケーブルの敷設が不能となることから，基準地震動に対し

て落橋しない設計とする。耐震評価対象の周辺構造物※2の配置を第4図に示す。
※１：原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋を除く
※２：耐震評価対象の周辺構造物

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

116

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙1-4

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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117

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙1-4,5

※２：耐震評価対象の周辺構造物について，以下の構造物は4条で波及的影響評価を
実施すると整理したため，削除しました。これに伴い，第4図からも削除しました。
・定検機材倉庫
・原子炉補助建屋桟橋
・原子炉建屋桟橋

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

118

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙1-4,5

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

119

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙1-5,6

段差対策箇所の追而内容を解消しました。 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

120

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙1-6

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

121

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙2-13～15

相違理由欄について、以下のとおり適正化を図りました。
（旧）
【女川】記載内容の相違
・泊は海水取水場所からのホース敷設ルートも含めて「6.(4)仮復旧時間の評価」に
記載している。
（新）
【女川】対応方針の相違
・泊は，島根と同様に仮復旧なしで，可搬型設備（車両）の通行が可能である。

122

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙4-6,7,8,9,10,11

地滑り影響評価結果及び除灰時間に係る評価を反映しました。（地滑り影響評価及
び降灰除去時間に関する追而箇所を解除しました。）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

123

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙4-5,6,7,8,9,10

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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124

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙5-4

緊急時対策所横に燃料タンク（SA）を追加しアクセスルート（車両・要員）が延長
になったことに伴い，除雪距離が変更となったことから，第1表に反映した。
これに伴い，下記のとおり災害対策要員①による除雪時間が変更となった。（下線
部参照）
（旧）135分
（新）139分

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

125

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙5-5

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

126

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙5-4

原子炉補機冷却水系の接続口の設置位置変更に伴う屋外のアクセスルート変更に
よって，除雪距離が変更となったことから，第2表に反映した。
これに伴い，下記のとおり災害対策要員②による除雪時間が変更となった。（下線
部参照）
（旧）123分
（新）124分

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

127

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙5-5

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

128

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙5-5,6,7

第６条「外部からの衝撃による損傷の防止（火山）」の降下火砕物の層厚及び密度
を反映し，除灰時間を評価した結果を資料に反映しました。
その後，原子炉補機冷却水系の接続口の設置位置変更に伴う屋外のアクセスルート
変更によって，除灰距離が変更となったことから，第4表に反映した。
これに伴い，下記のとおり災害対策要員②による除灰時間が変更となります。（下
線部参照）
（旧）353分
（新）355分

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

129

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙5-9,10,11

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

130

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙6-2,3

雨水流入量と排水可能流量に係る評価を反映し、追而を解除しました。（第6条「外
部からの衝撃による損傷の防止」の反映）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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131

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙6-2,4

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

132

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙8-3

第3図について，以下の記載を適正化しました。
（旧）保管場所及びアクセスルートとの離隔距離が影響範囲内か
（新）保管場所又はアクセスルートとの離隔距離が影響範囲内か

133

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙8-6

同上

134

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.2-別紙8-4

以下の記載を適正化し，他条文と整合させました。(下線部参照）
（旧）
石油コンビナートの防災アセスメント指針における輻射強度及び，FARSITE出力より
得られた，反応強度及び火炎長より，第5図のとおり必要離隔距離を評価する。

（新）
石油コンビナートの防災アセスメント指針における輻射強度並びにFARSITE出力より
得られた，反応強度及び火炎長より，第5図のとおり必要離隔距離を評価する。

135

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙8-7

同上

136

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙8-6

６条との整合を図り，以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）Ｌ：離隔距離[m]
（新）Ｌ：危険距離[m]

137

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙8-8

同上
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138

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-1

第1図について，●4つ目の記載が5月一括提出時に貼り替えた際に誤って●3つ目と
同じ記載としてしまったため，5月一括提出以前の記載に戻しました。
（旧）●机上調査において抽出された設備のデータを持って現地に出向き，抽出さ
れた設備の確認を行う。
また，机上調査で抽出されなかった設備が確認された場合は，その設備の仕様を基
に抽出対象設備となるか判断する。
（新）●机上調査及び現場調査結果において抽出された設備を，地震時に保管場所
及び屋外アクセスルートの障害となり得る周辺構造物としてリスト化する。

139

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-11

同上

140

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-2

以下について記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）又は基準地震動で倒壊しないことを確認するもの
（新）又は基準地震動で倒壊・落橋しないことを確認するもの

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

141

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-12

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

142

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-7～9

第2表について，以下を修正しました。
・展望台撤去に伴い，削除
・固体廃棄物運搬車車庫撤去に伴い，削除
・上記により，管理番号を修正

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

143

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-17～19

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

144

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-7

第2表について，3号炉放水ピットの位置付けがSクラス施設に整理されたことに伴
い，管理番号60の構造物について上位クラスへの波及的影響の観点から設備対応を
行うこととしたため，名称及び高さ(m)を修正しました。（下線部参照）
（旧）Ｅダクト排気塔   3.50

（新）Ｅダクト排気口　 1.00

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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145

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-17

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

146

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-8

第2表について，管理番号94のNo.9アーケードの幅をアクセスルートに干渉しないよ
う減築するため，修正しました。
（旧）28.20
（新）23.20

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

147

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-18

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

148

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-9

第2表について，原子炉建屋桟橋の寸法を修正しました。
（旧）12.75
（新）12.89

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

149

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-19

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

150

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-9

第2表について，総合管理事務所の付随設備更新に伴い，以下の構造物を設置するこ
ととしたため、追加しました。
・機械室上屋－１
・機械室上屋－２
・機械室上屋－３

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

151

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-19

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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152

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-9

アクセスルートトンネルの設計進捗に伴い，総延長を修正しました。（下線部参
照）
（旧）総延長244.9m
（新）総延長242.5m

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

153

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-19

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

154

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-10

第2表について，１号及び２号炉取水ピットスクリーン室防水壁の評価フロー欄を適
正化しました。
（旧）①
（新）③

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

155

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-20

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

156

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-11,15,16

第2表に以下の構造物を追加しました。また，第3-1,2図に構造物損壊の影響範囲を
追加しました、
・通信鉄塔

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

157

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-20,29,30

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

158

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-11,12

第2表及び第3表について，5条の審査状況を踏まえ，３号炉放水ピットを追加しまし
た。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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159

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-20,24

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

160

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-12

第3表について，以下の構造物は損壊した場合，アクセスルートに干渉しない構造物
であったことから削除しました。
・１，２号炉循環水ポンプ建屋
・１，２号炉取水ピットスクリーン室防水壁

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

161

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-24

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

162

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-12

第3表について，4条との整合のため，以下の構造物の耐震設計・評価方針分類を
「耐震評価」から「波及的影響評価」に，評価結果を「※１」から「設工認」に修
正しました。
・定検機材倉庫
・原子炉建屋桟橋
・原子炉補助建屋桟橋

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

163

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-24

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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164

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙9-13

 第4表の耐震評価に関する記載を修正しました。
 （旧）基準地震動による地震力に よって ，倒壊しない設計とする。
 基準地震動 を用いた地震応答解析 に基づき，せん断ひずみ，発生応力度等が許容限
 界を超えないことを確認する。

 （新）基準地震動による地震力に 対して ，倒壊 ・落橋 しない設計とする。
 基準地震動 による地震力 に基づき，せん断ひずみ，発生応力度等が許容限界を超え
 ないことを確認する。

桟橋について，4条で波及的影響評価を行う整理としたことから，「耐震評価」の設
計方針及び評価方針について適正化を行いました。（下線部参照）
また，これに合わせて他の分類の評価方針及び注釈についても記載の適正化を図り
ました。
（旧）基準地震動による地震力に対して，倒壊・落橋しない設計とする。
基準地震動による地震力に基づき，せん断ひずみ，発生応力度等が許容限界を超え
ないことを確認する。
（新）基準地震動による地震力に対して，倒壊しない設計とする。
基準地震動を用いた地震応答解析等に基づき，せん断ひずみ，発生応力度等が許容
限界を超えないことを確認する。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

165

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙9-26

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

166

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙11-5～7

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）・泊は，第12図に鉄塔基礎の構造を記載している。
（新）・泊は，第13図に鉄塔基礎の構造を記載している。

167

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙12-1～5

追而としていた別紙12「アクセスルートトンネルの耐震評価方針について」を作成
しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

168

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙12-1～5

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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169

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙13-1

第1表の評価項目「地滑り」の図中の記載を適正化しました。
（旧）地すべり
（新）地滑り

170

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙13-1

同上

171

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙14-1,34

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）・別紙(13)については，
（新）・別紙(14)については，

172

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙14-36

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）3.1離隔距離
（新）「3.1　離隔距離」

173

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙14-60

同上

174

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙15-10,11

追而としていた段差及び傾斜の評価について，第５条「耐津波設計方針」の審査状
況を踏まえ，評価結果を反映しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

175

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙15-10～12

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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176

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙16-2,3

敷設するＨ形鋼の仕様に関する評価について，評価値が最大となる評価車両及び検
討結果を反映しました。（評価車両及び検討結果に関する追而箇所を解除しまし
た。）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

177

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙16-4,5

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

178

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙17-4

第3表において，以下の本体油量について誤記があったことから，適正化を行いまし
た。
・１号炉所内変圧器
（旧）30.3
（新）22.0

・１号炉起動変圧器
（旧）22.0
（新）41.0

・２号炉所内変圧器
（旧）30.3
（新）22.0

・２号炉起動変圧器
（旧）22.0
（新）41.0

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

179

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙17-4

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

180

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙17-15,16,18,19

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
・泊は女川と同様に，「3.　主要変圧器の火災について」及び「5.　火災源からの
放射熱強度の算出」において同様の内容を記載している。
（新）
・泊は女川と同様に，「3.　主要変圧器の火災について」及び「5.　火災源からの
輻射強度の算出」において同様の内容を記載している。

181

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙19-1

敷地浸水深0.10m及び排水可能時間約23分について資料中に反映しました。（敷地浸
水深及び排水可能時間に関する追而箇所を解除しました。）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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182

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙19-1

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

183

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙19-2

第1表に各可搬型設備（車両）の機関排気口高さ，機関給気口高さを反映しました
（重機については最低地上高）。（敷地浸水深に関する追而箇所を解除した。）
また，ホース延長・回収車（送水車用）を第1表に追加しました。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

184

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙19-2

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

185

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙19-2

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
・泊は女川同様，本文6.　(4)e.(ｃ)に可搬型設備の登坂能力について記載。
（新）
・泊は女川同様，本文6.(4)d.(c)ⅱ(ⅱ)に可搬型設備の登坂能力について記載。

186

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙21-1

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）・復旧用重機の相違に伴う伴う評価結果の相違。
（新）・復旧用重機の相違に伴う評価結果の相違。

187

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙22-9

６条（竜巻）のまとめ資料中において，段差復旧用の砕石の竜巻影響評価を実施し
ている。当該資料中で，段差復旧用の砕石の配備場所や配備イメージについて記載
を充実化させたことから，アクセスルートまとめ資料においても同様に記載を充実
化させた。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

188

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙22-10

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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189

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙29-2,3

沈下量に関する追而を解除しました。（(1)a.,b.,第2図及び第3図） 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

190

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙29-2,3

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

191

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-4～5,7,9,11～15,
19,22～23

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）記載内容の相違及び記載方針の相違
（新）記載内容の相違

192

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-14,18

第1表の対応手順「代替非常用発電機によるメタクラＡ系及びメタクラＢ系受電（代
替非常用発電機の現場からの起動による受電）」，「代替非常用発電機による代替
格納容器スプレイポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電」の屋内アクセ
スルート欄について，以下の記載を他条文と整合を図り適正化しました。
（下線部参照）
（旧）代替非常用発電機の起動
（新）代替非常用発電機起動

193

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-15,19

同上

194

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-16

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）記載内容及び記載方針
（新）記載内容の相違
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195

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-16

第1表の対応手順「所内常設蓄電式直流電源設備による給電（常設代替交流電源設備
又は可搬型代替交流電源設備による交流電源復旧の場合）」の屋内アクセスルート
欄について，以下の誤記の修正と他条文と整合を図り適正化しました。（下線部参
照）
（旧）
・Ａ系を使用する場合
蓄電池室排気ファンの起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－27]→[⑧－26]→[⑧－28]→[⑧－41]→[⑧－
42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－39]→[⑥－
40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】

（新）
・Ａ系を使用する場合
蓄電池室排気ファン起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－27]→[⑧－26]→[⑧－39]→[⑧－28]→[⑧－
41]→[⑧－42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－
39]→[⑥－40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】

196

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-17

同上

197

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-16

第1表の対応手順「所内常設蓄電式直流電源設備による給電（常設代替交流電源設備
又は可搬型代替交流電源設備による交流電源復旧の場合）」の屋内アクセスルート
欄について，以下の誤記の修正と他条文と整合を図り適正化しました。（下線部参
照）
（旧）
・Ｂ系を使用する場合
蓄電池室排気ファンの起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－40]→[⑧－39]→[⑧－28]→[⑧－41]→[⑧－
42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－39]→[⑥－
40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】
(中略)
安全補機開閉器室外気取入ダンパ開操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ④)→[④－23]→[④－43]→[④－44]】

（新）
・Ｂ系を使用する場合
蓄電池室排気ファン起動，充電器盤受電操作，直流負荷復旧操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ⑧)→[⑧－40]→[⑧－39]→[⑧－26]→[⑧－28]→[⑧－
41]→[⑧－42]→[⑧－43]→[⑧－29]→[⑧－34]→[⑧－48]→(⑧階段Ａ⑥)→[⑥－
39]→[⑥－40]→[⑥－37]→[⑥－36]→[⑥－31]→[⑥－38]】
(中略)
安全補機開閉器室外気取入ダンパ開操作
【中央制御室→(⑥階段Ａ④)→[④－28]→[④－43]→[④－44]】
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198

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-17

同上

199

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-17

第1表の対応手順「可搬型代替直流電源設備による給電」の屋内アクセスルート欄に
ついて，以下の記載を他条文と整合を図り適正化しました。
（下線部参照）
（旧）給電，可搬型直流変換器の起動
（新）給電，可搬型直流変換器起動

200

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-18

同上

201

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-34

第2表の対象場所③-18　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，以下のとおり記載を追加しました。（下線部参照）
（旧）
・可搬型エリアモニタ機器収納盤
（新）
・可搬型エリアモニタ機器収納盤
・使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ

202

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-35

同上

203

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-35

第2表の対象場所④-16　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・ケーブル接続
（新）・電源操作

204

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-36

同上

33/40 60



No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

205

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-35

第2表の対象場所④-46　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・SA用電動弁操作ケーブル収納箱
（新）・ケーブル敷設

206

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-36

同上

207

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-35

第2表の対象場所④-48　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・格納容器電線貫通部端子箱
（新）・ケーブル接続

208

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-36

同上

209

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-36

第2表の対象場所⑥-24　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・SA用電動弁操作ケーブル収納箱
（新）・ケーブル敷設

210

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-37

同上

211

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-36

第2表の対象場所⑥-25　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・格納容器電線貫通部端子箱
（新）・ケーブル接続
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212

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-37

同上

213

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-38

第2表の対象場所⑧-23　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・Ａ－メタクラ
（新）・６－Ａメタクラ

214

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-39

同上

215

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-38

第2表の対象場所⑧-36　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・Ｂ－メタクラ
（新）・６－Ｂメタクラ

216

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-39

同上

217

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-38

第2表の対象場所⑧-51　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・可搬型直流電源用発電機ケーブル収納箱
（新）・ケーブル敷設

218

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-39

同上
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219

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-38

第2表の対象場所⑧-57　操作対象機器及び操作項目欄について，他条文と整合を図
り，適正化しました。（下線部参照）
（旧）・余熱除去ポンプ入口弁遠隔操作スイッチ
（新）・余熱除去ポンプ入口弁遠隔操作場所

220

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-39

同上

221

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-別紙30-38

第2表の※書きについて，以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）
※１：今後の検討結果により変更の可能性がある。
（新）
※１：操作対象機器については，今後の検討結果により変更の可能性がある。

222

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙30-39

同上

223

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-別紙38-12

相違理由欄の以下の記載に関して，適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
【玄海】記載箇所の相違
・泊は，第2図及び第3図に進行方向を記載。
（新）
【玄海】記載箇所の相違
・泊は，第4図及び第5図に進行方向を記載。

224

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足2-1

以下の記載に関して適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
※：石油コンビナートの防災アセスメント指針における長時聞さらされても苦痛を
感じない輻射強度
（新）
※：石油コンビナートの防災アセスメント指針における長時間さらされても苦痛を
感じない輻射強度

225

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足2-1

同上
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226

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.11.0）

1.0.2-補足3-1

第1表の2次系純水タンク、ろ過水タンクの容量を適正化しました。（下線部参照）
（旧）
1,600
（新）
1,500

227

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足3-1

同上

228

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足3-2,3

第6条「外部からの衝撃による損傷の防止」に関する追而箇所を解除しました。 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

229

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足3-3,4

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

230

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足3-4～10

第9条「溢水による損傷の防止等」に関する追而箇所を解除しました。 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

231

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足3-5～11

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

232

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足5-2

以下のとおり，誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）３速での走行速度は，検証試験結果で最も遅い速度から33.2km/hであること
を確認した。
（新）３速での走行速度は，検証試験結果で最も遅い速度から32.2km/hであること
を確認した。

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。
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233

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足5-2

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

234

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足7-2

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）・女川及び島根は線量率の概略分布を図で示しているの対し，
（新）・女川及び島根は線量率の概略分布を図で示しているのに対し，

235

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足8-2

構内排水設備の配置を反映し、第1図の追而を解除しました。（第6条「外部からの
衝撃による損傷の防止」の修正に伴う反映）

「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

236

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足8-1

同上 「論点とスケジュール」に記載されてい
る（2023.11）の資料提出後にご説明す
る。

237

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足9-1

以下のとおり，記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）＜土砂撤去（※）＞

（新）＜土砂撤去※＞

238

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足9-1

同上

239

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足10-15

相違理由欄の以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
【女川】記載方針の相違
・泊は，要員参集の目安として設定した12時間以内に発電所構外から発電所へ参集
する要員は十分確保可能であることを６．項(1)ｂ．に記載。
（新）
【女川】記載方針の相違
・泊は，要員参集の目安として設定した12時間以内に発電所構外から発電所へ参集
する要員は十分確保可能であることを６．項(1)に記載。
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240

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0） 1.0.2-補足14-1

相違理由欄の以下の記載に関して，適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
【柏崎及び島根】調査結果の相違
・泊は，乗り越えの可能性がある場所を抽出し，「別紙(32) 屋内アクセスルートに
おける資機材の転倒等による影響について」においてアクセス性への影響について
評価している。（柏崎と同様）
（新）
【柏崎及び島根】調査結果の相違
・泊は，乗り越えの可能性がある場所を抽出し，「別紙(32) 屋内のアクセスルート
における資機材の転倒等による影響について」においてアクセス性への影響につい
て評価している。（柏崎と同様）

241

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足14-2

第1図　「屋内アクセスルートにおける資機材設備の転倒防止調査アクセスルート」
について，図面の下地を別紙30第1図「屋内アクセスルート図」と整合させました。

242

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足14-2

同上

243

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足14-8

「第１表 資機材設備の設置状況」の「物品名 踏み台」の通路の幅欄について，以
下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）5ｍ以上
（新）5,000以上

244

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足14-8

同上

245

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0） 1.0.2-補足15-1

以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
屋内アクセスルートにおける人力による資機材の排除の考え方，資機材の軽量物や
重量物の選定及び資機材の設置に関する運用について整理し，アクセス性を確保す
るとともに，運用を社内規程類に定める。

（新）
屋内のアクセスルート及び迂回路における人力による資機材の排除の考え方，資機
材の軽量物や重量物の選定及び資機材の設置に関する運用について整理し，アクセ
ス性を確保するとともに，運用を社内規程類に定める。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

246

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足15-1

同上

247

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100
r.11.0）

1.0.2-補足15-1

以下の記載に関して、適正化を図りました。（下線部参照）
（旧）
1.　屋内アクセスルートにおける人力による排除可能な重量
屋内アクセスルートにおける資機材の排除の考え方について，
～(中略)～
資機材のうち重量物は，屋内アクセスルート周辺に置かないことを社内規程類に定
める。

（新）
1.　アクセスルート及び迂回路における人力による排除可能な重量
アクセスルート及び迂回路における資機材の排除の考え方について，
～(中略)～
資機材のうち重量物は，アクセスルート及び迂回路周辺に置かないことを社内規程
類に定める。

248

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足15-1

同上

249

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.0　重大事故等対策における共通事項（SAT100-9
r.10.0）

1.0.2-補足25-4

女川欄の以下の記載に関して，誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）【別紙30「屋内のアクセスルートの設定について」より転記】
（新）【別紙30「屋内アクセスルートの設定について」より転記】
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.9.0）

とりまとめた資料-3

誤記訂正（下線部参照）

（旧）第1.1.8図「手動によるタービントリップ」
（新）第1.1.5図「手動によるタービントリップ」

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.10.0）

1.1-18

記載の適正化（下線部参照）

（旧）概要図を第1.1.4図，第1.1.5図に
（新）概要図を第1.1.4図及び第1.1.5図に

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.9.0）

1.1-17 同上

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.10.0） 1.1-23

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。
（下線部参照）

（旧）
操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15 事故時の計装に
関する手順等」のうち，1.15.2「重大事故等時の手順等」にて整備する。
（新）
操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故
時の計装に関する手順等」のうち，1.15.2「重大事故等時の手順等」にて整
備する

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.9.0）

1.1-23
同上
上記修正に伴い，相違理由欄についても修正した。

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.10.0）

1.1-34,36

以下の概要図において，主蒸気隔離弁の向きを修正した。
・第1.1.3図（1/2）
・第1.1.4図（1/2）

技術的能力 1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.9.0）

1.1-38,40 同上

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.10.0）

1.1-36

以下の概要図において，条文内整合のため主蒸気隔離弁に添え字「閉」を追
記した。
・第1.1.4図（1/2）

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.9.0）

1.1-40 同上

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.10.0）

1.1-39

第1.1.6図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

・(2)　原子炉出力制御（自動）
　（旧）共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）の作動確認

　（新）共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）作動確認

・(3)　原子炉出力制御（手動）
　（旧）電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプ手動の起動操作
　（新）電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプ手動起動操作

・(4)　ほう水酸注入
　（旧）操作手順番号④⑤⑥⑦
　（新）操作手順番号④～⑦

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.9.0）

1.1-43 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT102 r.13.0）

1.2-56

技術的能力1.3との条文間整合のため記載を適正化した（下線部参照）

操作の成立性のリンク先を示す記載
（旧）
常設代替交流電源設備に関する操作の成立性は，「1.14 電源の確保に関す
る手順等」にて整理する。
（新）
常設代替交流電源設備に関する操作の成立性は，「1.14 電源の確保に関す
る手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」にて整理
する。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT102-9 r.12.0）

1.2-48
同上
上記修正にあわせて，相違理由を追記した。

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT102-9 r.12.0）

1.2-69

比較表の監視計器一覧表タイトル「第1.2.2表　重大事故等対処に係る監視
計器」の記載抜けを修正した。

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT102 r.13.0）

1.2-85,86,89,92,95,98,
100,101

以下の概要図において，主蒸気隔離弁の向きを修正した。
・第1.2.7図
・第1.2.8図（1/2）
・第1.2.10図（1/2）
・第1.2.12図（1/2）
・第1.2.14図（1/2）
・第1.2.16図
・第1.2.18図
・第1.2.19図

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT102-9 r.12.0）

1.2-89,90,92,94,96,98,
106,107

同上

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT102 r.13.0）

1.2-86,89,92,95

以下の概要図において，条文間整合のため主蒸気隔離弁に添え字「閉」を追
記した。
・第1.2.8図（1/2）
・第1.2.10図（1/2）
・第1.2.12図（1/2）
・第1.2.14図（1/2）

技術的能力 1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT102-9 r.12.0）

1.2-90,92,94,96 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手
順等（SAT103 r.13.0） 1.3-79

技術的能力1.3ヒアリングコメント反映
「1.3.2.5 インターフェイスシステムLOCA発生時の対応手順」の操作の成立
性について，余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベの記載表現を適
正化した。（下線部参照）

（旧）余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベ，余熱除去ポンプ入口
弁遠隔操作場所及び操作場所への通路部は
（新）余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベ設置場所，余熱除去ポ
ンプ入口弁遠隔操作場所及び操作場所への通路部は

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手
順等（SAT103-9 r.12.0）

とりまとめた資料-3
1.3-78

同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手
順等（SAT103 r.13.0）

1.3-114,115,118,120

以下の概要図において，主蒸気隔離弁の向きを修正した。
・第1.3.2図
・第1.3.3図
・第1.3.6図
・第1.3.8図

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手
順等（SAT103-9 r.12.0）

1.3-110,111,115,117

同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手
順等（SAT103 r.13.0）

1.3-171

文字が見切れている箇所について修正した。
・添付資料1.3.19 図２

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手
順等（SAT103-9 r.12.0）

1.3-199

文字が見切れている箇所について修正した。
・添付資料1.3.19 図４

技術的能力 1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.13.0）

1.4-307,309,312,314,316,318,
320,322,324,325,327,332,334,
338,339,344,346,347,463,465

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）格納容器スプレイノズル
（新）スプレイノズル

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.12.0）

1.4-292,294,297,299,301,303,
305,307,309,311,313,319,321,
325,326,331,335,336,469,471

同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.13.0）

1.4-325,327

概要図　誤記訂正（下線部参照）

（旧）１次系純水ポンプ
（新）１次系補給水ポンプ

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.12.0）

1.4-311,313 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.13.0）

1.4-340,341,342,343

以下の概要図において，主蒸気隔離弁の向きを修正した。

・第1.4.33図
・第1.4.34図
・第1.4.35図
・第1.4.36図

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.12.0）

1.4-327,328,329,330 同上

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.13.0）

1.4-340,342

以下の概要図において，条文間整合のため主蒸気隔離弁に添え字「閉」を追
記した。
・第1.4.33図
・第1.4.35図

技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.12.0）

1.4-327,329 同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.13.0）

1.4-352

第1.4.44図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（1/21）記載の適
正化

本図の凡例において，図中に使用しない「対応手段」を凡例に記載していた
ことから削除した。

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.12.0）

1.4-341 同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.13.0）

1.4-463,465

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）消火設備
（新）消火栓設備

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.12.0）

1.4-469,471 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-9

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）対応手段と自主対策設備
（新）対応手段及び自主対策設備

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-6 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-47,52,55,59

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）現場の資機材の保管場所
（新）現場の資機材保管場所

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-36,39,42,45 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-80

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。（下線部参照）

（旧）
常設代替交流電源設備の代替電源に関する手順等については，「1.14 電源
の確保に関する手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給
電」にて整備する。

（新）
常設代替交流電源設備に関する手順については，「1.14 電源の確保に関す
る手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」にて整備
する。

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-64
同上

技術的能力 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-110

第1.5.5図「可搬型大型送水ポンプ車を用いた蒸気発生器２次側のフィード
アンドブリード　概要図（1/2）」において，条文内整合のため，蒸気発生
器からタービンバイパス弁に至るまでの繋がり方を修正した。

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-95 同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-107,108,109,110

以下の概要図において，主蒸気隔離弁の向きを修正した。

・第1.5.2図
・第1.5.3図
・第1.5.4図
・第1.5.5図

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-89,91,93,95 同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-112,117,118,123,124,126

第1.5.6,8,10,12図　タイムチャート
条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）可搬型大型送水ポンプ車の起動
（新）可搬型大型送水ポンプ車起動

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-96,101,102,107,108,112 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-119

第1.5.9図　概要図名称(1/4)
脱字修正（下線部参照）

（旧）
（原子炉建屋東接続口又は原子炉補助建屋南接続口を使用す場合）
（新）
（原子炉建屋東接続口又は原子炉補助建屋南接続口を使用する場合）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-103 同上

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-126

第1.5.12図　タイムチャート
脱字訂正（下線部参照）

（旧）※6：ホース延長・回収車（放水用）の移動時間として

（新）※6：ホース延長・回収車（放水砲用）の移動時間として

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-112 同上

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-128

第1.5.14図　設備名称の適正化（下線部参照）

（旧）真空脱気器
（新）真空脱気装置

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-121 同上

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105 r.13.0）

1.5-152

添付資料1.5.7-(1)
条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）ホース延長・回収車（放水砲用）によるホース敷設（屋外）
（新）ホース延長・回収車（放水砲用）による可搬型ホース敷設（屋外）

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
（SAT105-9 r.12.0）

1.5-154 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-39,60,61,66～
70,73,98,99,104,105,107～

109,114,130,132～135,141,143～146

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。
修正例は以下のとおり。（下線部参照）

他条文の手順を詳細に呼び込んでいる手順リンク
（旧）
操作手順は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」の
うち，1.7.2.1(2)ａ．「Ｃ，Ｄ－格納容器再循環ユニットによる格納容器内
自然対流冷却」の操作手順と同様である。
（新）
Ｃ，Ｄ－格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却について
は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」のうち，
1.7.2.1(2)ａ．「Ｃ，Ｄ－格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対
流冷却」の操作手順と同様である。

自条文の手順を詳細に呼び込んでいる手順リンク
（旧）
1.6.2.1(1)b.(a)ⅱ.と同様。
（新）
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイについて
は，1.6.2.1(1)b.(a)「代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器
内へのスプレイ」の操作手順と同様である。

他条文の手段名を呼び込んでいる手順リンク
（旧）
なお，常設代替交流電源設備に関する手順等は「1.14電源の確保に関する手
順等」にて整備する。
（新）
なお，常設代替交流電源設備に関する手順については，「1.14電源の確保に
関する手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」にて
整備する。

同様の記載箇所について，表現の統一を図る修正を実施した。
また，第1.6.2表　監視計器一覧の手順のリンク先を示す記載表現について
も同様に修正した。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-33,50,51,55～57,61,79,84～
87,98,114,116,117,121,123,124

同上
上記修正に伴い，相違理由欄についても適宜修正した。

技術的能力 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-42,76

操作手順の誤記を修正した。（下線部参照）

（旧）発電課長（当直）に代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容
器内へのスプレイの準備完了を発電課長（当直）に報告する。
（新）代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイの
準備完了を発電課長（当直）に報告する。

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-35,63 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-44,47,51,55,62,80,83,88,92,100

技術的能力1.8との条文間整合のため，代替格納容器スプレイポンプによる
原子炉格納容器内へのスプレイを確認するための監視計器について，「代替
格納容器スプレイ出口積算流量等」とし，当該計器以外の監視計器を含めた
記載に統一した。（下線部参照）

（旧）代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量にて確認できない場合
（新）代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量等にて確認できない場合

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

とりまとめた資料-4
1.6-37,40,43,46,52,66,68,72,75,81

同上
上記修正に伴い，相違理由を適宜削除した。

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-51,68,88,106

技術的能力1.8との条文間整合のため，「代替給水ピットを水源とした可搬
型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイ」手順の「手順着
手の判断基準」の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）海水取水箇所へのアクセスに時間を要すると判断し，
（新）海水取水箇所へのアクセスに時間を要する又は原水槽が使用できない
と判断し，

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-43,56,72,85 同上
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9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-63,71,101,104,110

記載の適正化（下線部参照）
条文内及び条文間整合のため記載を適正化した。

（旧）Ｂ－格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ
（新）Ｂ－格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による原子炉格納容器内へ
のスプレイ

（旧）Ｂ－格納容器スプレイポンプからの原子炉格納容器内へのスプレイ
（新）Ｂ－格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による原子炉格納容器内へ
のスプレイ

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-53,59,82,83,88
同上
上記修正に伴い，相違理由を適宜追記した。

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-69,108

「操作の成立性」の脱字訂正（下線部参照）

（旧）原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内
へのスプレイ開始まで225分以内で可能である。
（新）作業開始を判断してから原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車
による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで225分以内で可能である。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-57,86 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-89

操作手順の脱字訂正（下線部参照）

（旧）⑧　運転員（中央制御室）Ａ，運転員（現場）Ｂ及びＣは，原子炉格
納容器内へのスプレイの系統構成を実施し，・・・
（新）⑧　運転員（中央制御室）Ａ，運転員（現場）Ｂ及びＣは，中央制御
室及び現場で原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成を実施し，・・・

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-73 同上
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15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-113

技術的能力1.4の「その他の手順項目について考慮する手順」との整合のた
め，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）
１次冷却材喪失事象に伴い，・・・
（新）
１次冷却材喪失事象の発生に伴い，・・・

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-98
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-114

大飯実績を踏まえ，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）代替非常用発電機及び可搬型大型送水ポンプ車への燃料給油
（新）代替非常用発電機及び可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-98 同上

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-118,119,122,123

記載の適正化
第1.6.1表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順のう
ち，下記の機能喪失を想定する設計基準事故対処設備の記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）全交流動力電源又は原子炉補機冷却水設備
（新）全交流動力電源又は原子炉補機冷却設備

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-105,106,109,110 同上

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-124

記載の適正化
条文間整合のため第1.6.2表　重大事故等対処に係る監視計器のタイトルに
記載していた下記条文名称を削除した。
（旧）1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
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22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-111 同上

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-150,152,154,156,158,160,
163,164,227,229,230,242

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）格納容器スプレイノズル
（新）スプレイノズル

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-137,139,141,143.145,151,
154,155,234,236,237,257

同上

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-155,157,159

第1.6.7,9,11図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）可搬型大型送水ポンプ車の起動
（新）可搬型大型送水ポンプ車起動

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-142,144,146 同上

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-164

第1.6.16図「格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ
概要図」に設備名称の記載漏れがあったため，「Ａ－格納容器再循環サンプ
スクリーン」及び「Ｂ－格納容器再循環サンプスクリーン」を追記した。

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-155 同上
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29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-165～173

記載の適正化
第1.6.17図　重大事故等時の対応手段選択フローチャートにおいて下記の通
り修正を行った。

【フローチャート上部のサブタイトル修正】（女川審査実績の反映）
・大項目を追記した。「1．炉心の著しい損傷防止のための対応手段」「2．
原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段」
・「(1) 炉心損傷前フロントライン系故障時の対応手段の選択」の記載のう
ち「炉心損傷前」の記載を削除した。（炉心損傷後も同様に削除）

【（1/9）（3/9）フローチャート内の※書きの記載を修正】
・「スプレイ系」→「格納容器スプレイ系」

30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-156～164 同上

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-226～230

技術的能力1.8との共通添付資料について，技術的能力1.8で実施した対応手
段のカテゴリ修正を反映した。

添付資料1.6.12　原子炉格納容器下部への注水と原子炉容器への注水を同時
に行う場合の対応設備の組み合わせについて

添付資料1.6.13　原子炉容器及び原子炉格納容器内への注水時における原子
炉格納容器内の水位及び注水量の管理について

・用語の適正化（下線部参照）
【修正例】
（旧）原子炉格納容器下部への注水
（新）格納容器スプレイ　又は　代替格納容器スプレイ

（旧）原子炉容器への注水
（新）炉心注水　又は　代替炉心注水

32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-233～237 同上

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-227,242

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）消火設備
（新）消火栓設備
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34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-234,257 同上

35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106 r.12.0）

1.6-227,229,230

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）代替補機冷却
（新）原子炉補機冷却水系

36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
（SAT106-9 r.11.0）

1.6-234,236,237 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-22,67

技術的能力1.8との条文間の整合のため，中央制御室のみで実施する操作の
タイムチャートである第1.7.2図「格納容器スプレイポンプによる原子炉格
納容器内へのスプレイ」を追加した。
第1.7.2図以降の図番を繰り下げ実施。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

とりまとめた資料-5
1.7-19,80

同上
上記修正に伴い，とりまとめた資料-5「2-3）記載方針の相違」についても
以下のとおり修正した。（下線部参照）

「泊発電所３号炉欄」
（旧）
【中央制御室で対応する手順の「概要図」の整理】
・第1.7.1図「格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレ
イ」
（新）
【中央制御室で対応する手順の「概要図」及び「タイムチャート」の整理】
・第1.7.1図「格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレ
イ　概要図」
・第1.7.2図「格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレ
イ　タイムチャート」

「相違理由欄」
（旧）
・泊3号炉は，中央制御室操作のみで通常の運転操作に対応する手順につい
ても，操作する系統概要を確認できるように概要図を示している。概要図有
無の相違はあるが，大飯3/4号炉と泊3号炉で対応手段に相違なし。
（新）
・泊3号炉は，中央制御室操作のみで通常の運転操作に対応する手順につい
ても，操作する系統概要を確認できるように概要図及び「タイムチャート」
を示している。概要図及び「タイムチャート」有無の相違はあるが，大飯
3/4号炉と泊3号炉で対応手段に相違なし。

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0） 1.7-23

記載の適正化（下線部参照）
操作手順の条文内表現の統一を図った。

原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順（交流動力電源及び原子炉
補機冷却機能健全時）／格納容器スプレイ／格納容器スプレイポンプによる
原子炉格納容器内へのスプレイ／操作手順③

（旧）原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し，・・・
（新）原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下等により確認し，・・・

技術的能力 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
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4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-21 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-24,28,29,31～33,36,41,43～
46,48,50

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。
修正例は以下のとおり。（下線部参照）

他条文の手順を詳細に呼び込んでいる手順リンク
（旧）
代替格納容器スプレイの操作手順は，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のた
めの手順等」のうち，1.6.2.2(1)ｂ．(a)「代替格納容器スプレイポンプに
よる原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。
（新）
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイについて
は，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」のうち，1.6.2.2(1)
ｂ．(a)「代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレ
イ」の操作手順と同様である。

他条文の手段名を呼び込んでいる手順リンク
（旧）
常設代替交流電源設備の代替電源に関する手順については，「1.14 電源の
確保に関する手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給
電」にて整備する。
（新）
常設代替交流電源設備に関する手順については，「1.14 電源の確保に関す
る手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」にて整備
する。

同様の記載箇所について，表現の統一を図る修正を実施した。

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-25,30,32,36,37,48,53～58,61
同上
上記修正に伴い，相違理由欄についても適宜修正した。

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-28,31

「手順着手の判断基準」の脱字訂正（下線部参照）

（旧）原子炉格納容器へのスプレイ
（新）原子炉格納容器内へのスプレイ

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-29,36 同上
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9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-29～31,33,43

技術的能力1.8との条文間整合のため，代替格納容器スプレイポンプによる
原子炉格納容器内へのスプレイを確認するための監視計器について，「代替
格納容器スプレイ出口積算流量等」とし，当該計器以外の監視計器を含めた
記載に統一した。（下線部参照）

（旧）代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量にて確認できない場合
（新）代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量等にて確認できない場合

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

とりまとめた資料-3
1.7-32,35～37,54

同上
上記修正に伴い，相違理由を適宜削除した。

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-30～32

消火ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイを確認するための監視計器
について，「AM用消火水積算流量等」とし，当該計器以外の監視計器を含め
た記載に統一した。（下線部参照）

（旧）AM用消火水積算流量にて確認できない場合
（新）AM用消火水積算流量等にて確認できない場合

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-35～37 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-35

相違理由の記載適正化
交流動力電源及び原子炉補機冷却機能健全時／海水を用いた可搬型大型送水
ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイ／手順の概要
大飯との相違について記載の適正化を図った。（下線部参照）

（旧）
【大飯】設備の相違（相違理由④）

（新）
【大飯】設備の相違
・泊は，消火ポンプによる原子炉格納容器内への注水量については，AM用消
火水積算流量によりを監視する。
・大飯は，AM用消火水積算流量，A格納容器スプレイ流量及びA格納容器スプ
レイ積算流量にて監視する。

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-31,46

技術的能力1.8との条文間整合のため，「代替給水ピットを水源とした可搬
型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイ」手順の「手順着
手の判断基準」の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）海水取水箇所へのアクセスに時間を要すると判断し，
（新）海水取水箇所へのアクセスに時間を要する又は原水槽が使用できない
と判断し，
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15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-36,57 同上

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-37

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）現場で資機材の保管場所
（新）現場の資機材保管場所

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-49 同上

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-39

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）燃料の給油　又は　燃料を給油
（新）燃料の補給　又は　燃料を補給

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-51
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-48

誤記訂正（下線部参照）
原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順（全交流動力電源又は原子
炉補機冷却機能喪失時の手順等）／代替格納容器スプレイ／原水槽を水源と
した可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのスプレイ

（旧）
原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による代替格納容器スプレイの
操作手順は，・・・
（新）
原水槽を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による原子炉格納容器内へのス
プレイについては，・・・

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-58 同上
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22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-49

記載の適正化（下線部参照）
条文内及び条文間整合のため記載を適正化した。

（旧）Ｂ－格納容器スプレイポンプからの原子炉格納容器内へのスプレイ
（新）Ｂ－格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による原子炉格納容器内へ
のスプレイ

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-59
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-55

記載の適正化
条文間整合のため第1.7.2表　重大事故等対処に係る監視計器のタイトルに
記載していた下記条文名称を削除した。
（旧）1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-67 同上

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-66

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）格納容器スプレイノズル
（新）スプレイノズル

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-79 同上

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-74

第1.7.6図タイムチャート(1/2)　誤記訂正

（旧）保管場所への移動※3※6

（新）保管場所への移動※5※6

29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-89 同上
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30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-74,75

第1.7.6図タイムチャート(1/2)及び(2/2)
条文間整合のため記載を適正化した。(下線部参照)

（旧）可搬型大型送水ポンプ車の起動
（新）可搬型大型送水ポンプ車起動

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-89,90 同上

32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-78～81

記載の適正化
記載表現の条文間整合のため第1.7.8図　重大事故等時の対応手順選択フ
ローチャートのサブタイトルを下記の通り修正した。（下線部参照）

（旧）(1) 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合
（新）(1) 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能健全時の対応手段の選択

（旧）(2) 全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時
（新）(2) 全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時の対応手段の選択

また，下記の通りタイトルの誤記を修正した。
（旧）第1.7.8図　重大事故等時の対応手順選択フローチャート（1/4）
（新）第1.7.8図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（1/4）

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-103～106 同上

34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-96

脱字訂正
添付資料1.7.6-(1)「可搬型大型送水ポンプ車を用いたＣ，Ｄ－格納容器再
循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却」　（下線部参照）
（旧）～ことから作業可能である。
（新）～ことから，作業可能である。

35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107 r.13.0）

1.7-240,241

脱字訂正（下線部参照）
添付資料1.7.11「フォールトツリー解析の実施の考え方について」
第１表
（旧）タービン動補助給ポンプ
（新）タービン動補助給水ポンプ
第２表
（旧）重大事故時に必要な水源の確保，供給
（新）重大事故等時に必要な水源の確保，供給
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36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
（SAT107-9 r.12.0）

1.7-279,280 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
手順等（SAT108 r.12.0）

1.8-120,122,125,127,129,131,
133,135,183,184,214

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）格納容器スプレイノズル
（新）スプレイノズル

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
手順等（SAT108-9 r.11.0）

1.8-117,119,122,124,126,128,
139,141,194,195,239

同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
手順等（SAT108 r.12.0）

1.8-183,184,214

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）代替補機冷却
（新）原子炉補機冷却水系

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
手順等（SAT108-9 r.11.0）

1.8-194,195,239 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
手順等（SAT108 r.12.0）

1.8-214

概要図　設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）消火設備
（新）消火栓設備

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための
手順等（SAT108-9 r.11.0）

1.8-239 同上

技術的能力 1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

1/1 92



泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0） 1.9-11

「1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手
順」の概要について，女川実績を踏まえ記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応等
により発生する水素を除去し，原子炉格納容器内の水素濃度を低減させるた
め，以下の手段を用いた手順を整備する。
（新）炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応及
び水の放射線分解等で発生する水素により，原子炉格納容器内における水素
爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため，以下の手段を用いた手順
を整備する。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109-9 r.10.0）

1.9-11 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-20～24

条文間整合のため，操作手順内の要員名称の記載表現を適正化した。（下線
部参照）

（旧）放管班員（現場）
（新）放管班員

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109-9 r.10.0）

1.9-27～30 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-25

条文内の整合のため，手順リンクを示す記載を適正化した。（下線部参照）

泊は格納容器水素イグナイタ温度監視装置への給電手段として，代替交流電
源からの交直変換による給電，代替直流電源からの給電とも可能であるた
め，代替直流電源設備による給電手段へのリンクを追記した。

（旧）
代替電源設備により給電する手順については，「1.14 電源の確保に関する
手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」にて整備す
る。
（新）
代替電源設備により給電する手順については，「1.14 電源の確保に関する
手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」及び
1.14.2.2(1)「代替直流電源設備による給電」にて整備する。

技術的能力 1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等
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6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109-9 r.10.0）

1.9-32
同上
上記修正に合わせて，大飯との相違理由を追記した。

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-33,35

第1.9.1図「原子炉格納容器内水素処理装置による原子炉格納容器内の水素
濃度低減　概要図」及び第1.9.3図「格納容器水素イグナイタによる原子炉
格納容器内の水素濃度低減　概要図」において，条文間整合のため「原子炉
格納容器」を追記した。

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109-9 r.10.0）

1.9-42,45 同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-44

第1.9.9図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

・操作手順番号
（旧）操作手順番号②③④
（新）操作手順番号②～④

・送り仮名
（旧）可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置から格納容器雰囲気ガスサ
　　　ンプリング圧縮装置への切替
（新）可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置から格納容器雰囲気ガスサ
　　　ンプリング圧縮装置への切替え

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109-9 r.10.0）

1.9-54 同上
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11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-50

第1.9.12図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

・要員名称
（旧）放管班員（現場）Ａ，Ｂ
（新）放管班員Ａ，Ｂ

・送り仮名
（旧）可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置から格納容器雰囲気ガスサ
　　　ンプリング圧縮装置への切替
（新）可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置から格納容器雰囲気ガスサ
　　　ンプリング圧縮装置への切替え

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109-9 r.10.0）

1.9-60 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-51

記載の適正化
第1.9.13図 重大事故等時の対応手段選択フローチャートの記載を下記の通
り修正した。（下線部参照）

（旧）代替非常用発電機による電源回復
（新）常設代替交流電源設備による電源回復

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-63 同上

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109 r.11.0）

1.9-64

設備名称の記載の適正化（下線部参照）

（旧）原子炉格納容器スプレイリング
（新）スプレイリング

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する
ための手順等（SAT109-9 r.10.0）

1.7-77 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110 r.12.0）

1.10-1,16

手順名称及び文中の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）水素排出による原子炉建屋等の損傷を防止するため
（新）水素排出により原子炉建屋等の損傷を防止するため

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110-9 r.11.0）

1.10-2,25 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110 r.12.0）

1.10-5

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）対応手段と自主対策設備
（新）対応手段及び自主対策設備

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110-9 r.11.0）

1.10-4
同上
上記修正に伴い，相違理由を修正した。

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110 r.12.0） 1.10-17

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。（下線部参照）

（旧）
操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15事故時の
計装に関する手順等」のうち，1.15.2「重大事故等時の手順等」にて整備す
る。
（新）
操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故
時の計装に関する手順等」のうち，1.15.2「重大事故等時の手順等」にて整
備する。

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110-9 r.11.0）

1.10-25
同上
上記修正に伴い，相違理由を修正した。

技術的能力 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等
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7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110 r.12.0）

1.10-22,24

概要図
第1.10.1図及び第1.10.3図において，図中に凡例が２つあったため，１つに
纏めた。

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110-9 r.11.0）

1.10-32,34 同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110 r.12.0）

1.16-22,24,42

Ｂ－アニュラス排気ダンパ及びＢ－アニュラス全量排気弁の窒素供給ライン
の弁・配管レイアウトは，減圧弁の出口で分岐し，当該ダンパ及び弁にそれ
ぞれ窒素供給する構成としていたが，アニュラス全量排気弁等操作用可搬型
窒素ガスボンベの出口で分岐し，それぞれの減圧弁（新設弁及び既設弁）を
経由して当該ダンパ及び弁に供給する構成に変更したため，以下のとおり図
表を修正した。

第1.10.1図,第1.10.3図
・Ｂ－アニュラス排気ダンパへの窒素供給ラインに減圧弁を追記

添付資料1.10.6
・Ｂ－アニュラス全量排気弁への窒素供給ラインの減圧弁（既設）の名称を
変更（下線部参照）
（旧）アニュラス全量排気弁等操作用窒素供給パネル減圧弁
（新）アニュラス全量排気弁等操作用窒素供給パネル減圧弁２

・Ｂ－アニュラス排気ダンパへの窒素供給ラインに新設する減圧弁の弁番号
及び弁名称を追記（下線部参照）
（新）3V-IA-899
　　　アニュラス全量排気弁等操作用窒素供給パネル減圧弁１

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110-9 r.11.0）

1.16-32,34,87 同上
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11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110 r.12.0）

1.10-29

記載の適正化
第1.10.8図　重大事故等時の対応手段選択フローチャートの記載を下記の通
り修正した。（下線部参照）

（旧）代替非常用発電機による電源回復
（新）常設代替交流電源設備による電源回復

（旧）アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベによるＢ－ア
ニュラス全量排気弁開操作
（新）アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベによるＢ系ア
ニュラス空気浄化設備への窒素供給

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110-9 r.11.0）

1.10-53 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110 r.12.0）

1.10-38

記載の適正化
添付資料1.10.4-(2)　【試料採取室排気隔離ダンパ閉処置】の（連結シャフ
ト、止めネジイメージ）の写真に「連結シャフト」の吹き出しが抜けていた
ため追記した。

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた
めの手順等（SAT110-9 r.11.0）

1.10-63 同上

3/3 98



泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-1,10

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）対応手段と設備の選定結果
（新）対応手段と設備の選定の結果

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-1,10 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-19,62

手順のリンク先を示す記載のうち，以下の記載については，泊は大飯と同様
に1.11.2.2(1)ｄ．「可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水砲による燃料
取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）への放水」で技術的能力1.12の操
作手順にリンクさせる構成としており，手順リンクが重複記載となるため削
除した。

1.11.1(2)ｂ．(c) 大気への放射性物質の拡散抑制
（旧）
なお，大気への放射性物質の拡散抑制の操作手順については，「1.12発電所
外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

1.11.2.4 その他の手順項目について考慮する手順
（旧）
大気への放射性物質の拡散抑制手順については，「1.12発電所外への放射性
物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-20,73

同上
上記修正に伴い，相違理由欄に追記した。

【女川】記載方針の相違
・泊は，1.11.2.2(1)ｄ．「可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水砲によ
る燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）への放水」にて，操作手順
を技術的能力1.12へリンクさせる構成としていることからここでの記載は不
要である。（大飯3/4号炉と同様）

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-25,27,30,32,36,39,43,47,50,53

操作手順の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）使用済燃料ピット温度（AM用）の他に
（新）使用済燃料ピット温度（AM用），

技術的能力 1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
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6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-30,32,33,35,40,43,46,56,58,60
同上
上記修正に伴い，相違理由を適宜追記した。

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-31

記載表現の適正化（下線部参照）
下線部について，大飯実績を反映して水源を主語としていたが，ポンプ名称
を主語とするのが，適切であることから，手順名称の主語をポンプ名称とし
ている玄海実績を反映して修正した。

（旧）
ただし，ろ過水タンクは，使用済燃料ピット近傍に立ち入ることができ，か
つ重大事故等対処に悪影響を与える火災が発生していないことを確認して使
用する。
（新）
ただし，電動機駆動消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプは，使用済燃
料ピット近傍に立ち入ることができ，かつ重大事故等対処に悪影響を与える
火災が発生していないことを確認して使用する。

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-34
同上
上記修正に伴い相違理由を追記するとともに，玄海の記載を掲載した。

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-34,38,42,46,49,52

条文間整合のため，操作手順の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）現場で資機材の保管場所
（新）現場の資機材保管場所

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-39,42,45,56,58,60 同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-36,40,43,47,50,53

条文内整合のため，使用済燃料ピットへの注水及びスプレイ手順に使用済燃
料ピット水位等の監視報告を追記した。（下線部参照）

（旧）使用済燃料ピット内の燃料体等が冷却状態にあることを確認する。
（新）使用済燃料ピット内の燃料体等が冷却状態にあることを確認し，発電
課長（当直）へ報告する。
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12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-40,43,46,56,59,61 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-36,40,44,47,51,54

条文間整合のため，操作手順の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）燃料の給油　又は　燃料を給油
（新）燃料の補給　又は　燃料を補給

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-40,43,46,56,59,61
同上
上記修正に伴い，相違理由を適宜追記した。

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-36,40,44,48,51,54,57,61

条文間整合のため，「操作の成立性」の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）作業を実施し，
（新）作業を実施した場合，

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-41,43,44,46,57,59,61,65,69
同上
上記修正に伴い，相違理由を適宜追記した。

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0） 1.11-47,50,53

記載の適正化
使用済燃料ピットへの注水手順1.11.2.1(1)ａ．～ｆ．の操作手順にあわせ
る条文内整合のため，使用済燃料ピットへのスプレイの操作手順に使用済燃
料ピット水位等の監視指示する手順を追加した。（下線部参照）

⑪　発電課長（当直）は，運転員へ使用済燃料ピット水位等の監視を指示す
る。

また，手順の追加に伴い以降の附番を繰り下げた。

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-56,58,60
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。
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19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-55,63

大飯実績を踏まえ，「手順着手の判断基準」及び「重大事故等時の対応手段
の選択」の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）の破損
（新）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）の損壊

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-63,75
同上
上記修正に伴い，相違理由を削除した。

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-55,61,62,79

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。
修正例は以下のとおり。（下線部参照）

他条文の手順を詳細に呼び込んでいる手順リンク
（旧）
操作手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順
等」のうち，1.12.2.2(1)ｄ．「可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水砲
による大気への放射性物質の拡散抑制」にて整備する。
（新）
可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水砲による燃料取扱棟（使用済燃料
ピット内の燃料体等）への放水については，「1.12　発電所外への放射性物
質の拡散を抑制するための手順等」のうち，1.12.2.2(1)ｄ．「可搬型大容
量海水送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」の操
作手順と同様である。

他条文の手段名を呼び込んでいる手順リンク
（旧）
操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15事故時の
計装に関する手順等」にて整備する。
（新）
操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故
時の計装に関する手順等」のうち，1.15.2「重大事故等時の手順等」にて整
備する。

同様の記載箇所について，表現の統一を図る修正を実施した。
また，第1.11.2表　監視計器一覧の手順のリンク先を示す記載表現について
も同様に修正した。

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-64,73,87
同上
上記修正に伴い，相違理由欄についても適宜修正した。
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23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-63

相違理由欄の誤記を修正した。（下線部参照）

（旧）他の審査項目とに
（新）他の審査項目と

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-55

条文間及び条文内整合のため，「操作の成立性」の記載を適正化した。（下
線部参照）

（旧）上記の現場操作は，災害対策要員６名にて実施し，所要時間は，手順
着手から280分以内で大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了すること
としている。
（新）上記の操作は，災害対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始
を判断してから大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了するまで280分
以内で可能である。

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-64 同上

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-69

記載の適正化　条文間整合のため，第1.11.2表　重大事故等対処に係る監視
計器のタイトルを中央揃えに修正した。

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-79 同上

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-94,95,99,100,104,105,
109,113,117

第1.11.12(1/2,2/2),15(1/2,2/2),18(1/2,2/2),21,24,27図　タイムチャー
ト
条文間整合のため記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）可搬型大型送水ポンプ車の起動
（新）可搬型大型送水ポンプ車起動

29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-106,114,120,126,140,144 同上
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30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-120

第1.11.29図，30図
図のタイトル及びタイムチャート名称　記載の適正化（下線部参照）

（旧）使用済燃料ピットからの漏えい緩和
（新）使用済燃料ピット漏えい緩和

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-148,149
同上

32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-121,122

第1.11.31図（1/2）（2/2）　概要図　条文間整合のため下記設備名称の記
載を修正した。（下線部参照）

（旧）燃料貯蔵ラック
（新）使用済燃料ラック

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-151,152 同上

34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0） 1.11-124,125

記載の適正化（条文内本文との整合）
第1.11.33図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（1/4）,（2/4）
のサブタイトルを下記のとおり修正した。（下線部参照）

（旧）
(1) 使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能喪失時，又は使用済燃料ピッ
ト水の小規模な漏えい発生時の対応手段の選択
（新）
(1) 使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は使用済燃料
ピット水の小規模な漏えい発生時の対応手段の選択

35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-154,155 同上

36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-182

誤記訂正
SA54条補足説明資料「54-10　使用済燃料ピット監視設備」の修正を反映。

（旧）ワイヤー
（新）ワイヤ
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37

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-225 同上

38

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-201

添付資料1.11.18
第10図の脱字訂正（下線部参照）

（旧）使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ
（新）使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ（イメージ図）

39

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-251

添付資料1.11.18
第13図　まとめ資料本体との記載整合のため下記修正を行った。（下線部参
照）

（旧）空冷配管（恒設）
（新）空冷配管（常設）

40

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111 r.13.0）

1.11-222

誤記訂正（下線部参照）
添付資料1.11.19「可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視」４．作
業の成立性／連絡手段
当該作業は，屋内での連絡手段として携行型通話装置を使用する。

（旧）
事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも，無線連絡
設備（携帯型），衛星電話設備（携帯型）を携帯しており，確実に中央制御
室へ連絡することが可能である。
（新）
事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも，無線連絡
設備（携帯型），衛星電話設備（携帯型）又は携行型通話装置を使用し，確
実に中央制御室へ連絡することが可能である。

41

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
（SAT111-9 r.12.0）

1.11-267 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-5

添付資料名称の脱字訂正（下線部参照）

 ・添付資料1.12.13可搬型大型送水ポンプ車及び小型放水砲による泡消火

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-4 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-8

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）対応手段と重大事故等対処設備
（新）対応手段及び重大事故等対処設備

（旧）対応手段と自主対策設備
（新）対応手段及び自主対策設備

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-7
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-18

「ａ．可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質
の拡散抑制」
原子炉格納容器及びアニュラス部の破損を防止するための手段は，格納容器
スプレイ及び格納容器内自然対流冷却となるため，概要の記載を適正化し
た。（下線部参照）

（旧）原子炉格納容器及びアニュラス部の破損を防止するため，炉心注水及
び格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱による原子炉格納容器内
の減圧及び除熱させる手段がある。
（新）原子炉格納容器及びアニュラス部の破損を防止するため，格納容器ス
プレイ等による原子炉格納容器内の除熱による原子炉格納容器内の減圧及び
除熱させる手段がある。

技術的能力 1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等
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6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-17
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0） 1.12-21,37

条文間及び条文内整合のため，「操作の成立性」の記載を適正化した。（下
線部参照）

（旧）上記の現場操作は，災害対策要員６名にて実施し，所要時間は，手順
着手から280分以内で大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了すること
としている。
（新）上記の操作は，災害対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始
を判断してから大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了するまで280分
以内で可能である。

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0） とりまとめた資料-7

1.12-19,34

同上
上記修正に伴い，相違理由を修正した。
また，とりまとめた資料-7の「2-4）相違識別の省略」についても以下のと
おり修正した。（下線部参照）

（旧）
「上記の対応は，現場にて災害対策要員〇名により作業を実施し，所要時間
は約〇分以内に設置することとしている。」
（新）
「上記の操作は，災害対策要員〇名にて作業を実施した場合，作業開始を判
断してから・・・まで約〇分以内で可能である。」

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-22

「操作の成立性」のうち，放水砲の放水箇所についての記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）原子炉格納容器及びアニュラス部の中心に向けて放水する。
（新）原子炉格納容器の中心に向けて放水する。

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-20 同上
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11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-31,33,34,41,42,43,57,60～64

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。
修正例は以下のとおり。（下線部参照）

他条文の手順を詳細に呼び込んでいる手順リンク
（旧）
操作手順は，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」のうち，
1.11.2.2(1)ａ．「海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレ
イノズルによる使用済燃料ピットへのスプレイ」にて整備する。
（新）
海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレイノズルによる大気
への放射性物質の拡散抑制については，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等
のための手順等」のうち，1.11.2.2(1)ａ．「海水を用いた可搬型大型送水
ポンプ車及び可搬型スプレイノズルによる使用済燃料ピットへのスプレイ」
の操作手順と同様である。

自条文の手順を詳細に呼び込んでいる手順リンク
（旧）
1.12.2.1(2)ａ．(a)ⅱ．と同様。
（新）
集水桝シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制については，
1.12.2.1(2)ａ．(a)「集水桝シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡
散抑制」の操作手順と同様である。

他条文の手段名を呼び込んでいる手順リンク
（旧）
可搬型大容量海水送水ポンプ車への燃料補給に関する手順については，
「1.14電源の確保に関する手順等」にて整備する。
可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給に関する手順については，「1.14電源
の確保に関する手順等」にて整備する。
（新）
可搬型大容量海水送水ポンプ車及び可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給に
関する手順については，「1.14電源の確保に関する手順等」のうち，
1.14.2.4「燃料の補給手順」にて整備する。

同様の記載箇所について，表現の統一を図る修正を実施した。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

とりまとめた資料-5
1.12-28,30,31,37,38,39,50,53,55～57

同上
上記修正に伴い，相違理由欄についても適宜修正した。

3/7 108



No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-32,33,34

条文間整合のため，「操作の成立性」の記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）作業を実施し，
（新）作業を実施した場合，

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-29,30,31 同上

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-35,44

技術的能力1.11との条文間整合及び大飯実績を踏まえ，「手順着手の判断基
準」及び「重大事故等時の対応手段の選択」の記載を適正化した。（下線部
参照）

（旧）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）の著しい破損
（新）燃料取扱棟（使用済燃料ピット内の燃料体等）の損壊

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-32,40
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-41,42,43

操作の成立性の記載表現を他条文と統一し，リンク先の項目番号から具体的
な要員と所要時間に記載を修正した。

（旧）
1.12.2.1(2)ａ．(a)ⅲ．と同様。

（新）
集水桝シルトフェンスの設置は，現場にて放管班員３名で実施する。
集水桝シルトフェンスの設置作業は，優先的に設置する１重目の設置を120
分以内，その後の２重目の集水桝シルトフェンス設置を210分以内に行うこ
ととしている。

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-38,39
同上
上記修正に伴い，大飯との相違理由を追記した。
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19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-58,59

記載の適正化

第1.12.1表　表中の見出しを下記の通り修正した。（下線部参照）
（旧）機能喪失を想定する設計基準対象施設
（新）機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-51,52 同上

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-67,82

第1.12.2,18図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

 (旧）可搬型大容量海水送水ポンプ車の起動
（新）可搬型大容量海水送水ポンプ車起動

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-61,76 同上

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-71

第1.12.7図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）操作手順番号②③④⑤
（新）操作手順番号②～⑤

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-65 同上

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

1.12-72

第1.12.9図　図のタイトル脱字修正（下線部参照）

（旧）海洋への放射性物質の拡散手順の流れ
（新）海洋への放射性物質の拡散抑制の手順の流れ
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26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-66 同上

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-74

第1.12.11図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

 (旧）化学消防自動車の起動
（新）化学消防自動車起動

（旧）水槽付消防ポンプ自動車の起動
（新）水槽付消防ポンプ自動車起動

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-69 同上

29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0） 1.12-76,77

第1.12.13図(1/2,2/2)　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化し
た。（下線部参照）

 (旧）可搬型大型送水ポンプ車の起動
（新）可搬型大型送水ポンプ車起動

（旧）操作手順番号③④⑤
（新）操作手順番号③～⑤

30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-71,72 同上

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0） 1.12-79

第1.12.15図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

 (旧）大規模火災用消防自動車の起動
（新）大規模火災用消防自動車起動

（旧）操作手順番号③④⑤
（新）操作手順番号③～⑤
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32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-74 同上

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-81,82,83

第1.12.17,18,19図　図のタイトル　脱字修正（下線部参照）

（旧）可搬型大容量海水送水ポンプ車，放水砲及び泡混合設備による泡消火
（新）可搬型大容量海水送水ポンプ車，放水砲及び泡混合設備による
　　　航空機燃料火災への泡消火

34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-75,76,77 同上

35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112 r.11.0）

1.12-90

添付資料1.12.4　タイムチャート　条文内整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

 (旧）可搬型大容量海水送水ポンプ車の起動
（新）可搬型大容量海水送水ポンプ車起動

（新）※7:放水実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため
の手順等（SAT112-9 r.10.0）

1.12-88 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113 r.13.0）

1.13-100

手順のリンク先である技術的能力1.2の修正を反映した。（下線部参照）

操作の成立性のリンク先を示す記載
（旧）
常設代替交流電源設備に関する操作の成立性は，「1.14　電源の確保に関す
る手順等」にて整理する。
（新）
常設代替交流電源設備に関する操作の成立性は，「1.14　電源の確保に関す
る手順等」のうち，1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」にて整理
する。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113-9 r.12.0）

1.13-115 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113 r.13.0）

1.13-321

第１表　対応手段，対処設備，手順書一覧（16/17）

表項目の記載の適正化（下線部参照）
（旧）機能喪失を想定する設計基準対象施設
（新）機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113-9 r.12.0）

1.13-405 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113 r.13.0）

1.13-380

第1.13.27図　図のタイトル記載の適正化（下線部参照）

（旧）２次系純水タンク又はろ過水タンクからの原水槽への補給
（新）２次系純水タンク又はろ過水タンクから原水槽への補給

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113-9 r.12.0）

1.13-495 同上

技術的能力 1.13 重大事故等時に必要となる水の供給手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113 r.13.0）

1.13-404

第1.13.43図　図のタイトル記載の適正化（下線部参照）

（旧）２次系純水タンク又はろ過水タンクを水源とした原水槽への補給
　　　への補給
（新）２次系純水タンク又はろ過水タンクから原水槽への補給

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.13　重大事故等時に必要となる水の供給手順等
（SAT113-9 r.12.0）

1.13-522 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-18

誤記訂正（下線部参照）

（旧）必要な期問
（新）必要な期間

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-19 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0） 1.14-21

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。（下線部参照）

（旧）
また，代替非常用発電機及び可搬型代替電源車への燃料補給の手順は，
1.14.2.4「燃料の補給手順」にて整備する。
（新）
また，代替非常用発電機及び可搬型代替電源車への燃料補給手順について
は，1.14.2.4「燃料の補給手順」にて整備する。

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-23
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-22

誤記訂正（下線部参照）

（旧）※１　中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑨aへ

（新）※１　中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑦aへ

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-24 同上

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-24

脱字訂正（下線部参照）

（旧）パワーセンタＡ系
（新）パワーコントロールセンタＡ系

技術的能力 1.14 電源の確保に関する手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-27 同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-33,59

「操作の成立性」の記載適正化（下線部参照）

（旧）防護具,照明，通信連絡設備を整備
（新）防護具,照明及び通信連絡設備を整備

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-35,78 同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-40

誤記訂正（下線部参照）

（旧）Ａ充電器，Ｂ充電器及び中央制御室監視計器の交流電源復旧を確認す
る。
（新）Ｂ充電器及び中央制御室監視計器の交流電源復旧を確認する。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-47 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-63

手順名称の誤記訂正（下線部参照）

（旧）1.14.2.4「代替非常用発電機等への燃料補給の手順等」にて整備す
る。
（新）1.14.2.4「燃料の補給手順」にて整備する。

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-82
同上
上記修正に伴い，相違理由を追記した。

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-72

脱字訂正（下線部参照）

（旧）運転員１名
（新）運転員（現場）１名
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-98 同上

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0） 1.14-81

操作手順と重大事故等時の対応手段の選択の条文内記載整合のため，適正化
した。（下線部参照）
1.4.2.2(1)ａ．「所内常設蓄電式直流電源設備による給電」の同記載と整合
を図った修正であり，操作場所に変更なし。

1.14.2.6 (2) 「代替電源（直流）による対応手段」
（旧）・・・中央制御室に隣接する安全系計装盤室において・・・
（新）・・・中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室におい
て・・・

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-62,64,108
同上
また，同様の記載箇所について相違理由の表現を修正した。

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-88

記載の適正化
条文間整合のため第1.14.2表　重大事故等対処に係る監視計器のタイトルに
記載していた下記条文名称を削除した。
（旧）1.14　電源の確保に関する手順等

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-114 同上

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-92

第1.14.2表　監視計器一覧（5/7）脱字の修正（下線部参照）

（旧）ａ．代替非常用発電機又は可搬型代替電源車による代替格納容器スプ
レイポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電（代替非常用発電機に
よる代替格納容器スプレインプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤受電）
（新）ａ．代替非常用発電機又は可搬型代替電源車による代替格納容器スプ
レイポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電（代替非常用発電機に
よる代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤受
電）

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-118 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-100

第1.14.5図　概要図　記載の適正化

「所内変圧器」の設備名称を追記した。

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-128 同上

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-101,102,128

第1.14.6,7,27図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）代替非常用発電機の起動
（新）代替非常用発電機起動

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-129,161 同上

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-103

第1.14.8図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）可搬型代替電源車の起動
（新）可搬型代替電源車起動

（旧）可搬型代替電源車の給電
（新）可搬型代替電源車給電

（旧）操作手順番号④b⑤b⑥b

（新）操作手順番号④b～⑥b

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-130 同上
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29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-107

概要図　第1.14.12図　設備名称の記載適正化（下線部参照）

（旧）所内変圧
（新）所内変圧器

30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-134 同上

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-119

第1.14.22図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）蓄電池室排気ファンの起動
（新）蓄電池室排気ファン起動

32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-149 同上

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0） 1.14-121

第1.14.24図　タイムチャート　条文間整合による記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）可搬型直流電源用発電機の起動
（新）可搬型直流電源用発電機起動

（旧）可搬型直流変換器の起動
（旧）可搬型直流変換器起動

34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-153 同上

35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0） 1.14-129

第1.14.28図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）可搬型代替電源車の起動
（新）可搬型代替電源車起動

（旧）可搬型代替電源車の給電
（新）可搬型代替電源車給電
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36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-162 同上

37

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0） 1.14-141

記載の適正化
第1.14.40図「非常用交流電源設備による給電　概要図」において図中に記
載している設備名称を正式名称とする修正を行った。（下線部参照）

（旧）燃料油移送ポンプ
（新）ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

38

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-177 同上

39

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0） 1.14-142～144

記載の適正化
条文間整合のため第1.14.41図　重大事故等時の対応手段選択フローチャー
トの図表タイトルを修正した。（下線部参照）

（旧）
第1.14.41図　重大事故等時の対応手段の選択フローチャート
（新）
第1.14.41図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート

40

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14-179～181 同上

41

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114 r.13.0）

1.14-181

添付資料1.14.10-(1)
記載の適正化
本文操作手順と記載表現を整合した。（下線部参照）
（旧）Ａ直流母線及びＢ直流母線を受電する。
（新）Ａ直流母線又はＢ直流母線を受電する。

42

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.14　電源の確保に関する手順等（SAT114-9 r.12.0）

1.14.250 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.15　事故時の計装に関する手順等（SAT115 r.12.0）

1.15-29

記載適正化のため，第1.15.1表の表題を以下のとおり修正した。（女川実績
の反映）
（旧）
第1.15.1表　重大事故等における対応手段と整備する手順
（新）
第1.15.1表　事故時に必要な計装に関する手順
対応手段，対処設備，手順書一覧

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.15　事故時の計装に関する手順等（SAT115-9
r.11.0）

1.15-53 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.15　事故時の計装に関する手順等（SAT115 r.12.0）

1.15-111～868

判断基準または操作の監視パラメータ欄において他の対応手段の監視パラ
メータを読み込んでいる箇所について，他条文と整合を図るために記載表現
を修正した。

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.15　事故時の計装に関する手順等（SAT115-9
r.11.0）

添1.15-79～842 同上

技術的能力 1.15 事故時の計装に関する手順等
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5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.15　事故時の計装に関する手順等（SAT115 r.12.0）

1.15-586～669

他条文と整合を図るため，対応手段の項番号及び名称を以下のとおり修正し
た。（下線部参照）

（旧）
1.8.1(2)a.(a)ⅰ.　原子炉格納容器下部への注水
1.8.1(2)a.(b)ⅰ.　原子炉格納容器下部への注水
1.8.1(2)b.(a)ⅰ.　原子炉容器への注水
1.8.1(2)b.(b)ⅰ.　原子炉容器への注水
1.8.2.1(1)a.　原子炉格納容器下部への注水
1.8.2.1(2)a.　原子炉格納容器下部への注水
1.8.2.2(1)a.　原子炉容器への注水
1.8.2.2(2)a.　原子炉容器への注水
（新）
1.8.1(2)a.(a)ⅰ.　格納容器スプレイ
1.8.1(2)a.(a)ⅱ.　代替格納容器スプレイ
1.8.1(2)a.(b)ⅰ.　代替格納容器スプレイ
1.8.1(2)b.(a)ⅰ.　炉心注水
1.8.1(2)b.(a)ⅱ.　代替炉心注水
1.8.1(2)b.(b)ⅰ.　代替炉心注水
1.8.2.1(1)a.　格納容器スプレイ
1.8.2.1(1)b.　代替格納容器スプレイ
1.8.2.1(2)a.　代替格納容器スプレイ
1.8.2.2(1)a.　炉心注水
1.8.2.2(1)b.　代替炉心注水
1.8.2.2(2)a.　代替炉心注水

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.15　事故時の計装に関する手順等（SAT115-9
r.11.0）

添1.15-554～637 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

とりまとめた資料-7

「2-4）記載表現，設備名称等の相違」
参照先ページ番号の誤記を修正した。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

とりまとめた資料-7

「2-4）記載表現，設備名称等の相違」
本文中に記載のない以下の比較を削除した。（下線部参照）
・女川原子力発電所２号炉欄：中央制御室排風機出口ダンパ
・泊発電所３号炉欄：中央制御室排気風量調節ダンパ，中央制御室排気隔離
ダンパ

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-1,6

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるために必要な対
応手段と設備
（新）重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるために必要な対
応手段及び設備

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-1,7
同上
上記修正に伴い，相違理由を修正した。

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-5

条文間整合のため，記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）対応手段と重大事故等対処設備
（新）対応手段及び重大事故等対処設備

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-6
同上
上記修正に伴い，相違理由を修正した。

技術的能力 1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
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7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-23,29,32,38

手順のリンク先を示す記載表現を条文間で統一した。
修正例は以下のとおり。（下線部参照）

他条文の手順を詳細に呼び込んでいる手順リンク
（旧）
アニュラス空気浄化設備運転による放射性物質の濃度を低減するための手順
は，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」
のうち，1.10.2.1(1)ａ．(a)「交流動力電源及び常設直流電源が健全である
場合の操作手順」にて整備する。
（新）
アニュラス空気浄化設備運転による放射性物質の濃度を低減するための手順
については，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための
手順等」のうち，1.10.2.1(1)ａ．(a)「交流動力電源及び常設直流電源が健
全である場合の操作手順」の操作手順と同様である。

他条文の手段名を呼び込んでいる手順リンク
（旧）
常設代替交流電源設備の代替電源に関する手順は，「1.14 電源の確保に関
する手順等」にて整備する。また，代替非常用発電機への燃料補給の手順
は，「1.14 電源の確保に関する手順等」のうち，1.14.2.4「燃料の補給手
順」にて整備する。
（新）
常設代替交流電源設備に関する手順については，「1.14 電源の確保に関す
る手順等」にて整備する。また，代替非常用発電機への燃料補給手順につい
ては，「1.14 電源の確保に関する手順等」のうち，1.14.2.4「燃料の補給
手順」にて整備する。

同様の記載箇所について，表現の統一を図る修正を実施した。
また，第1.16.2表　監視計器一覧の手順のリンク先を示す記載表現について
も同様に修正した。

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-27,33,40,45
同上
上記修正に伴い，相違理由欄についても適宜修正した。

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-36

記載の適正化
条文間整合のため第1.16.2表　重大事故等対処に係る監視計器のタイトルに
記載していた下記条文名称を削除した。
（旧）1.16　原子炉制御室の居住性等に関する手順等

また，タイトルを中央揃えに修正した。

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-43 同上
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11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-40,52

記載の適正化
第1.16.1図　概要図の凡例について
２つに分けて記載していた凡例を１つに纏めた。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-47,59 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-41

第1.16.4図　タイムチャート　条文間整合による記載内容の適正化
（下線部参照）

（旧）操作手順番号④⑤⑥⑦
（新）操作手順番号④～⑦

（旧）中央制御室空調装置各ファンの起動操作
（新）中央制御室空調装置各ファン起動操作

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-48 同上

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-42

第1.16.5図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）中央制御室空調装置各ファンの起動操作
（新）中央制御室空調装置各ファン起動操作

（旧）中央制御室空調装置各ファンの停止操作
（新）中央制御室空調装置各ファン停止操作

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-48 同上

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-43

記載の適正化
条文間整合のため第1.16.7図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート
のタイトルを下記の通り修正した。（下線部参照）

（旧）第1.16.7図　対応手段選択フローチャート
（新）第1.16.7図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート
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18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-50 同上

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-50

第1.16.12図　タイムチャート　条文間整合のため記載を適正化した。
（下線部参照）

（旧）設置完了
（新）チェンジングエリア設置完了

（旧）エリア設置
（新）チェンジングエリア設置

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-57 同上

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-52,133

Ｂ－アニュラス排気ダンパ及びＢ－アニュラス全量排気弁の窒素供給ライン
の弁・配管レイアウトは，減圧弁の出口で分岐し，当該ダンパ及び弁にそれ
ぞれ窒素供給する構成としていたが，アニュラス全量排気弁等操作用可搬型
窒素ガスボンベの出口で分岐し，それぞれの減圧弁（新設弁及び既設弁）を
経由して当該ダンパ及び弁に供給する構成に変更したため，以下のとおり図
表を修正した。

第1.16.14図
・Ｂ－アニュラス排気ダンパへの窒素供給ラインに減圧弁を追記

添付資料1.16.14
・Ｂ－アニュラス全量排気弁への窒素供給ラインの減圧弁（既設）の名称を
変更（下線部参照）
（旧）アニュラス全量排気弁等操作用窒素供給パネル減圧弁
（新）アニュラス全量排気弁等操作用窒素供給パネル減圧弁２

・Ｂ－アニュラス排気ダンパへの窒素供給ラインに新設する減圧弁の弁番号
及び弁名称を追記（下線部参照）
（新）3V-IA-899
　　　アニュラス全量排気弁等操作用窒素供給パネル減圧弁１

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-59,158 同上
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23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-78

添付資料1.16.7
条文内整合のため記載を適正化した。（下線部参照）

（旧）３台
（新）３個

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-93 同上

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等（SAT116
r.12.0）

1.16-124

記載の適正化
添付資料1.16.12-(2)　【試料採取室排気隔離ダンパ閉処置】の（連結シャ
フト、止めネジイメージ）の写真に「連結シャフト」の吹き出しが抜けてい
たため追記した。

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
（SAT116-9 r.13.0）

1.16-147 同上
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1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-2

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備等と整備する手順につい
ての関係を第1.17.1表に整理する。
（新）なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順について
の関係を第1.17.1表に整理する。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-5 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-14

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）④　放管班員は，必要に応じてより前処理を行い，NaI(Tl)シンチレーショ
ンサーベイメータ，GM汚染サーベイメータによりガンマ線，β線サーベイメータ
によりベータ線～
（新）④　放管班員は，必要に応じて前処理を行い，NaI(Tl)シンチレーション
サーベイメータによりガンマ線，GM汚染サーベイメータ，β線サーベイメータに
よりベータ線～

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-21 同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-17
1.17-81

先行電力（女川）の実績反映のため、以下の記載を修正した。
（旧）GM汚染サーベイメータ
（新）NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-24
1.17-90

同上

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-29
以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）第1.17.1表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備等と整備する手順
（新）第1.17.1表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-37 同上

技術的能力 1.17 監視測定等に関する手順等
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9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-30
以下の記載を削除した。（他条文との表現の統一）
第1.17.1表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備等と整備する手順

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-38 同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-31～1.17-33
以下の表の様式を修正した。（他条文との表現の統一）

第1.17.2表

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-39～1.17-41 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-31
以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）第1.17.2表　重大事故等対処設備に係る監視計器
（新）第1.17.2表　重大事故等対処に係る監視計器

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-39 同上

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-31
以下の記載を削除した。（他条文との表現の統一）
1.17　監視測定等に関する手順等

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-39 同上
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17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-58

以下の記載及び記載順を追加・修正した。（下線部参照）
a．放射性希ガス放出率（Q）の算出式

Q ：実際の条件下での放射性希ガス放出率（GBq/h）
 4 ：安全係数

D ：風下の地表モニタリング地点で実測された空気カーマ率※1（μGy/h）
 U ：平均風速（m/s）
D0 ：空気カーマ率図のうち地上放出率高さ及び大気安定度が該当する図から読み

取った地表地点における空気カーマ率※2（μGy/h）
（at放出率：1GBq/h，風速：1m/s，実効エネルギー1MeV/dis）
 E ：原子炉停止から推定時点までの経過時間によるγ線実効エネルギー
（MeV/dis）

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-63 同上

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-58

以下の記載及び記載順を追加・修正した。（下線部参照）
b．放射性よう素放出率（Q）の算出式
 
 Q ：実際の条件下での放射性よう素放出率（GBq/h）
 4 ：安全係数

 x ：風下の地表モニタリング地点で実測された大気中の放射性よう素濃度※1

（Bq/m3）
U ：平均風速（m/s）
x0 ：地上高さ及び大気安定度が該当する地表濃度分布図から読み取った地表面に

おける大気中放射性よう素濃度※2（Bq/m3）
（at放出率：1GBq/h，風速：1m/s）

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-63 同上
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21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-60

以下の記載の追加・修正した。（下線部参照）
（３）放射能放出率の算出

4 ：安全係数
D ：地表モニタリング地点（風下方向）で実測された空間放射線量率

　　 ⇒ 50 mGy/h（5×104μGy/h）　※ 1Sv = 1Gyとした
U ：放出地上高さにおける平均風速
　　⇒1.0 m/s
D0 ：空気カーマ率図のうち地上放出高さ及び大気安定度が該当する図から読み
取った地表地点における空気カーマ率

　　⇒1.2×10-3 μGy/h
 E ：原子炉停止から推定時点までの経過時間によるγ線実効エネルギー
　　⇒ 0.5 MeV/dis
※　放射性よう素の放射能放出率は，可搬型ダスト・よう素サンプラにより採取
し，放射能測定装置により測定したデータから算出する。

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-65 同上

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117 r.13.0）

1.17-80
以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）・採取用機材（容器等）：一式
（新）・採取用資機材（容器等）：一式

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.17 監視測定等に関する手順等（SAT117-9 r.13.0）

1.17-88 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-11
1.18-15
1.18-16
1.18-24

条文内整合のため以下の記載を適正化
（旧）緊急時対策所立ち上げ時
（新）緊急時対策所立上げ時

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-18
1.18-25
1.18-28
1.18-39

同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-13

誤記訂正（下線部参照）
（旧）要員配備
（新）要員配置

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-23

同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-14

条文内整合のため以下の記載を適正化（タイムチャートとの整合）
（旧）短時間での対応が可能である。
（新）５分以内で可能である。

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-24

同上

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-16

条文内整合のため以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）必要なパラメータ
（新）必要なプラントパラメータ

技術的能力 1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等
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8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-29

同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-17

条文内整合のため，以下の記載を適正化（下線部参照）

（旧）重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時対策所
に配備し，
（新）重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時対策所
指揮所に配備し，

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-29

同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-21

以下の記載を適正化
（旧）切替
（新）切替え

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-35

同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-23

参照する技術的能力1.14の手順名称との整合のため，以下の記載を適正化
（旧）。給電の手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」のうち，
1.14.2.1(1)「代替電源設備による給電」にて整備する。
（新）。給電の手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」のうち，
1.14.2.1(1)「代替交流電源設備による給電」にて整備する。

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-38

同上
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15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-29

第1.18.2表　重大事故等対処に係る監視計器の以下の記載を削除し適正化
（女川２号炉及び他条文との記載整合）

1.18　緊急時対策所の重大事故等時の手順等

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-図表5

同上

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0）

1.18-32

女川２号炉及び他条文との記載整合のため，以下の表題記載を適正化（下線
部参照）

（旧）第1.18.3表　審査基準における要求事項ごとの給電対象設備
（新）第1.18.3表　「審査基準」における要求事項ごとの給電対象設備

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-図表7

同上

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118 r.14.0） 1.18-75

給油対象である代替非常用発電機は常設重大事故等対処設備であること及び
大飯３／４号炉との記載整合のため，以下の適正化を実施（下線部削除）

(旧）可搬型大容量海水送水ポンプ車や代替非常用発電機等の可搬型重大事
故等対処設備への給油や監視，
（新）可搬型大容量海水送水ポンプ車や代替非常用発電機等の設備への給油
や監視，

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等
（SAT118-9 r.14.0）

1.18-添付資料35

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.19　通信連絡に関する手順等（SAT119 r.12.0）

1.19-22，23

表タイトルを，条文間で整合するよう修正しました（下線部参照）。
（旧）第1.19.1表　重大事故等における対応手段と整備する手順
　　　第1.19.2表　重大事故等における対応手段と整備する手順
（新）第1.19.1表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手
順
　　　第1.19.2表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手
順

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.19　通信連絡に関する手順等（SAT119-9 r.12.0）

1.19-35，37

同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.19　通信連絡に関する手順等（SAT119 r.12.0）

1.19-24

表タイトルを，条文間で整合するよう修正しました（下線部参照）。
（旧）第1.19.3表　審査基準における要求事項ごとの給電対象設備
（新）第1.19.3表　「審査基準」における要求事項ごとの給電対象設備

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.19　通信連絡に関する手順等（SAT119-9 r.12.0）

1.19-39

同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.19　通信連絡に関する手順等（SAT119 r.12.0）

1.19-27

添付資料1.19.2 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/2)

表中の誤記を修正しました（下線部参照）。
（旧）設計基準対象設備であり基準地震動にして
（新）設計基準対象施設であり基準地震動にして

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.19　通信連絡に関する手順等（SAT119-9 r.12.0）

1.19-46

同上

技術的能力 1.19 通信連絡に関する手順等
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
2.1　可搬型設備等による対応（SAT201 r.13.0）

(本文)
2.1-195

以下の表について，技術的能力1.13の修正事項を反映した。
・第2.1.16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順
（1.13）（16/17）

技術的能力1.13の修正事項を反映

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
2.1　可搬型設備等による対応（SAT201-9 r.12.0）

(本文 比較表)
2.1-223

同上。 同上。

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料
2.1　可搬型設備等による対応（SAT201 r.13.0）

(添付資料2.1.10)
2.1-384，385，386

第１表の対応状況欄の記載について，文章の行頭が句読点とならないように，
文章の体裁を整えた（文章そのものの修正はない）。また，表中の不要な罫線
を削除した。

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原子
炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置
を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に
係る適合状況説明資料　比較表
2.1　可搬型設備等による対応（SAT201-9 r.12.0）

(添付資料2.1.10 比較表)
2.1-436，437，439

同上。

技術的能力 2.1 可搬型設備等による対応

1/1 136




